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脱炭素先行地域の範囲の類型 

 

【想定している類型】 

類型１ 中山間地域 

類型２ 自治体全域 

  

  

 

重点選定モデルへの応募希望欄 

 

①施策間連携 

 

応募欄 

 村内林業構築×山林適正管理×脱炭素 

・木質ペレット製造設備設置、家庭、民間施設、公共施設へのペレットストーブ導入

を行い、民生部門熱エネルギーの脱炭素化を推進 

・林業における出口戦略を作ることで、村内林業構築ならびに山林適正管理によっ

て、松くい虫対策、土砂災害対策、有害鳥獣被害対策の地域課題解決を実現 

 ✔  

   

 

②地域間連携 

 

応募欄 

  

   

   

 

③地域版ＧＸ 

 

応募欄 

 自営線マイクログリッド×基幹産業ＢＣＰ対策×脱炭素 

・ＰＰＡ事業と小水力発電事業を絡めたマイクログリッド事業により、グリッド内で

リアルタイムの再エネ 100％を実現するとともに、地域エネルギー会社による電力

供給で地域経済循環を実現 

・災害時にも基幹産業である農業ならびに農産物加工業の企業活動維持が可能 

 ✔  

   

 

④民生部門電力以外の温室効果ガス削減の取組 

 

応募欄 

 太陽光余剰電力蓄電×ＥＶ普及×脱炭素 

・マイクログリッド内およびオフサイトＰＰＡ太陽光発電所の太陽光発電余剰電力を

有効活用した公用車ＥＶシェアリング 

・ＥＶシェアリング、ＥＶ導入補助により、村内唯一のガソリンスタンド廃業リスク

回避と、村内温室効果ガス排出量の 50％を占める運輸部門の脱炭素化に貢献 

 ✔  
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１．はじめに 
1.1 提案地方公共団体の社会的・地理的特性 

 

①沿革 

1875 年 

小立野、下生野、上生坂、下生坂村が合併し、現在の基となる生坂村が発足 

1957 年 

当時の陸郷村の一部、旧生坂村、広津村の一部の３村が合併し、今の生坂村が発足 

現在に至る 

②位置 

生坂村は、長野県の中ほどに位置する東筑摩郡の北西部にある。役場所在地は、東経 137

度 55 分、北緯 36 度 25 分、海抜 519ｍである。 

 

③面積 

東西 5.4km、南北 12.2km、総面積 39.05 ㎢（3,905ha）、東京都 23区の江東区とほぼ同じ大

きさで、長野県の市町村の中で５番目に小さな村である。 

④地形等（自然環境や交通状況等） 

村内は山々が重なり合い、このやまなみの間を、北アルプスに源を発する犀川が北流し、

沿岸の段丘地に水田や畑が散在している。県庁所在地の長野市までは約 50km、松本市までは

25km の距離にある。 

⑤土地利用 

総面積 3,905ha（宅地 89ha 田 123ha 畑 422ha 山林その他 2,904ha 原野・雑種地 367ha） 
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⑥気候（気候の特徴や再エネ発電に関係する日照時間・風況等） 

年間平均気温は 11.5℃と県内では比較的温暖である。冬季の最低気温が-10℃を下回る日も

あるが、積雪量はほとんどない。夏季も最低気温が 35℃を超える日もあるが、朝夕は 25℃以

下になり、涼しく過ごしやすい気候である。年間降水量は 1,100mm 程度と比較的少なめで、

ＮＥＤＯ日射量データベースでも真南向き傾斜角 10 度で年間平均 4.34kWh/㎡・日と、全国的

に見ると太陽光発電のポテンシャルは高い地域である。 

⑦人口（直近の住民基本台帳人口や近年の増減の状況等） 

2022 年 12 月末日現在の人口は 1,698 人で、2000 年１月末より 32.7％減少しており過疎化

が進んでいるが、近年は移住者も多く、2000 年頃から人口が微増している地区もある。 

2022 年 12 月末日現在の世帯数は 721 世帯で、2000 年１月末より 14.2％減少と、人口減少

率と比較すると減少率は少ないが高齢者だけの世帯が増えており、65 歳以上の高齢化率は

42.9%と長野県全体よりも 10 ポイント程高い。今後人口は確実に減少する見込みである。 

 

⑧産業構造（第一次産業から第三次産業の状況やその特徴等） 

2020 年国勢調査での村民就業者数は 885 人で、そのうち約半数の 474 人（53.5％）が村内

で就業しており、村民の村内就業の内訳および総務省「経済センサス基礎調査」での村内事

業所の就業者数の推移は、それぞれ次の図のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの図から、建設業への就業者数が減る一方で、村内の全就業者数が増えていること、

特に農業就業者数、医療・福祉関連就業者数が増加していることが特徴的であり、移住者と

高齢者の増加が産業構造にも影響していると推察される。 

⑨その他 

犀川には東京電力リニューアブルパワー株式会社の生坂ダムがあり、最大出力 21,000kW の

生坂発電所が、また大町市の青木湖を取水源とする最大出力 20,000kW の株式会社レゾナック

（旧昭和電工株式会社）広津発電所もあり、村内には中水力発電所が２カ所ある。 

6 7 8 5 6 4 4 5 3 4 7 4 4 7 4

5 7 0
5 0 2

4 5 3 4 2 8 4 11

12 4 8

10 6 6

9 0 6 9 0 2 8 8 5

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

10 0 0

12 0 0

14 0 0

2 0 0 0 年 2 0 0 5 年 2 0 10 年 2 0 15 年 2 0 2 0 年

（人）

出典：総務省「国勢調査」

図表：村民の村内就業の推移と就労場所

村内 村外

2 0 14 年 2 0 2 1年

農業、林業 - -

漁業 - -

鉱業、採石業、砂利採取業 2 -

建設業 12 7 10 4

製造業 6 0 4 6

電気・ガス・熱供給・水道業 - -

情報通信業 - 1

運輸業、郵便業 9 10

卸売業、小売業 118 6 4

金融業、保険業 - -

不動産業、物品賃貸業 5 -

学術研究、専門・技術サービス業 1 -

宿泊業、飲食サービス業 3 1 3 0

生活関連サービス業、娯楽業 15 13

教育、学習支援業 3 3 3 3

医療、福祉 7 8 10 3

複合サービス事業 2 1 16

サービス業（他に分類されないもの） 2 2 2 6

公務（他に分類されるものを除く） 3 4 3 2

5 5 6 4 7 8
※注：経済センサスは、事業所を対象としているため、農家は就業者数にカウントされない。

図表：村内事業所の就業者数の推移

第１次産業

第２次産業

第３次産業

計

産　　業
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1.2 温室効果ガス排出の実態 

 

本村の温室効果ガス全体の排出量は、2019 年度で 10.86t-CO2 となっており、2013 年度実績と

比較すると 15％削減されている。 

部門別の温室効果ガス排出量については、村内の電子機器製造工場の撤退、製材工場の廃業を

原因とする産業部門での減少、世帯数減少（2010 年比 9％減）を原因とする家庭部門の減少はあ

るものの、業務部門においては長野県の減少率（2017 年で 2013 年度比 21％減）と比較すると高

い傾向にあり、今後の対策が必須である。 

（千 t-CO2） 
部門 2013 年度 

(基準年度) 
2019 年度(最新年度) 2030 年度目標  

増減率 
（2013 年度

比） 

 
増減率 

（2013 年度
比） 

エ
ネ
ル
ギ
ー
起
源

C
O
2 

エネルギー転換部
門 

― ― ― ― ― 

産業部門 2.72 1.61 ▲40％ 0.87 ▲68％ 

民生部門 4.74 4.25 ▲10％ 1.72 ▲64％ 

 家庭 3.42 2.98 ▲13％ 1.15 ▲66％ 

業務 1.32 1.27 ▲3％ 0.57 ▲57％ 

運輸部門 4.88 4.39 ▲10％ 2.92 ▲40％ 

エネルギー起源 CO2 以外
の温室効果ガス 

0.46 0.61 ＋32％ 0.21 ▲56％ 

温室効果ガス合計 12.80 10.86 ▲15％ 5.72 ▲55％ 

 

（注）本村では現在「脱炭素ロードマップ」を作成中、「地球温暖化防止計画実行計画（区域施策

編）」は 2024 年３月までに作成予定であり、それら計画の中で 2030 年度温室効果ガス削減

目標は本表のとおりの目標とする。 
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1.3 地域課題 

 

【課題①】林業者不在と未管理山林増加 

森林面積は3,060haと村の総面積のうち78.3％を占めているが、全てが民有林で人工林率は13％

と、長野県平均の国有林率 35％、人工林率 42％をそれぞれ大きく下回っている。近隣地域と比較

しても林業者が生産活動を積極的に実施したいと考えるような環境下に無いことから、村内に林業

者が 0 社という状況が続いており、村内最後の林産業者であった製材工場も平成 27 年に廃業とな

り、間伐、主伐ともに進まない状況にある。また、若者の村外流出、相続未登記などに起因する山

林所有者不在地主化が進行し、所有者不明の山林が村内森林の約 6.5％、不在地主化した山林が

17.7％を占め、適切な森林施業を実施する上での大きな障壁となっている。 

管理されていない山林の増加は里山としての機能低下を招くことから、生坂村有害鳥獣駆除対策

協議会からは、野生鳥獣であるシカ、イノシシ、サルによる農作物被害対策として、森林整備を強

く要望されている。特にサルの被害については、村の基幹産業であるブドウ栽培への影響が懸念さ

れている。また、手入れされていない山林の増加は、大雨時の土砂災害、松枯れ倒木流出による道

路寸断につながり、村民の生活に大きな影響を与えることが懸念される。 

こうした背景から、民生部門熱エネルギーの木質バイオマスへの転換という脱炭素取組みによっ

て、まずは林業の川下戦略を確立し、そこをきっかけに川中、川上も含む林業サプライチェーンを

構築することで、産業振興、雇用創出そして村民生活の安全確保を目指す。 

 

【課題②】災害増加と脆弱な電力供給網 

犀川沿いの山間にあることから、これまでに幾度も大規模な土砂災害、村道崩落による集落孤立

に見舞われた。2019 年 10 月の東日本台風では村内全域に避難勧告が発令され、２日間の停電が発

生した。村内に中部電力パワーグリッド株式会社の変電所は無く、山を隔てた隣接市町村から

6,600V 配電線で電力が供給されるため、山間部の道路崩落に伴う電柱倒壊、倒木による電線損

傷・断線のリスクが高く、今後も災害時の電力供給脆弱性が懸念される。また、2022 年５月には

草尾地区を中心に村内各所で雹が降り、ブドウ農家のうち全滅の被害を受けた農家も出た。今後は

村の基幹産業としてのブドウ栽培農家を守るため、雹害や霜害への一層の対策が必要である。 

こうした背景から、災害時の村役場、避難所、村内で唯一の食料品販売所で村民の重要なライフ

ラインである道の駅の機能確保、ならびに高齢者施設、農産物加工施設、建設会社等の事業継続に

向け、村の中心市街地に自立的な電力網を構築し、地域のレジリエンス向上を目指す。また、新た

なブドウ圃場開発時のソーラーシェアリング導入、中心市街地からの非常時電力融通等を通じて、

ブドウ農家の安定的経営への貢献を目指す。 

 

【課題③】過疎化による空き家、廃集落増加 

2022 年 12 月現在、人口は 2000 年１月末比 32.7％減少、高齢化率 42.9％と、高齢化と若者流出

による過疎化が進んでおり、2000 年以降消滅した集落も６つある。一方で、若者定住促進住宅の

建設に伴い転入者が増加し、新たに集落を形成した地区もある。また、近年は都市からの移住者が

増加傾向にあり、消滅しそうな宇留賀区、昭津区、古坂区に直近４年間で、退職世代だけでなく

20 代 30 代の若者も７人移住するなど、多様なライフスタイルを享受する移住者の受け皿となって

いる。これら移住者は既存の茅葺住宅、元養蚕農家住宅への居住を望んでおり、村で空き家バンク

を通じて居住可能な空き家を用意すると即入居が決まる状況にある。一方で老朽化が進む古民家の

維持は難点も多く、安全な空き家確保、移住者定住に向けたサポート体制の充実、住宅ストックの

観点から住み継がれる家屋形態、さらには限られた村財政の中で集落消滅と背中合せのインフラ整

備に向けた対策が必要である。 

 こうした背景から、古民家、過疎集落の特徴を活かして脱炭素実現に向けた取組みを行い、過疎

地ならではの新たな地域ビジネスを創出するとともに、『生坂村人口ビジョン』で計画されている

緩やかな人口減少を目指す。 
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1.4 地域の 2030 年以降の将来ビジョン 

 

【地域の将来ビジョン】 

最上位計画である「生坂村第６次総合計画」では、村の持続性を高めるキーワードとして「移住者

受入増加」「新たな農業形態模索」「未利用森林資源の有効活用」を掲げている。脱炭素実現に向け

た取組みは、それらの施策実施を加速化し、2030 年以降の悲観的なビジョンの払拭に寄与する。 

 

記載項目 現在の状況 2030 年度以降の想定 

人口 

中心地のある上生坂地区、農業が

盛んな大日向地区など、10 地区中

４地区で直近２年間は微増してい

るが、全体的に人口減少が大きく

進行中。 

2020年～2030年は10年間で10％減

少、2030 年～2050 年は 20 年間で

15％減少予想。減少率は下がる

が、人口減少そのものは進む見込

み。 

世代構成 

20 歳未満 13.4％、65 歳以上 42.9％

と高齢化が進行中。村外転出によ

り 15～19 歳に比べ 20～24 歳が減少

する傾向。 

20 代は引続き減少するが、移住者

転入により 30 代と 60 代が増加し、

高齢者偏向からバランスが取れた

年齢階層へシフトする見込み。 

就業者数 

村内農業 15％、村内建設業・製造

業 11％、村内第３次産業が 26％、

村外 48％。建設業、小売業、医療

福祉業が多いのが特徴。 

特産品栽培と移住者ニーズによる

農業、高齢者増加に伴う医療福祉

業が増加見込み。一方で製造業は

減少見込み。 

住環境 

過疎化に伴う空き家増加、遊休荒

廃農地増加が進むが、移住者やブ

ドウ栽培希望者増加に伴う、既存

ストックの効率的活用、村営住宅

新設を促進中。 

高齢者世帯の家屋がさらに空き家

となるとともに、移住者向け住宅

不足への対策、住宅維持管理に対

する新たな視点が必要となること

が予想される。 

公共施設 

築 30 年以上が 48％と老朽化が進行

中。旧耐震基準で耐震化未実施建

物が 18％。既存更新費用は年平均

1.7 億円。 

現状建物維持が基本方針だが、更

新費用が毎年平均 3.2 億円と、新規

公共施設整備分を侵食してしまう

危険性あり。 

地方公共団体の都市計画等との連携 

計画名 「生坂村第６次総合計画」（2020 年３月策定）のうち産業発展について 

現状と課題 

高齢化、後継者不足、不在地主化により遊休農地が増加傾向にあるが、

巨峰ブランド化、道の駅開業、移住者増加により、農産物販売額、新規

就農戸数は増加傾向にあり、特徴的な新しい農業の形態を模索し、農業

振興を進める必要がある。村の約８割を占めながらも未使用資源である

森林を整備し、その資源有効活用が必要である。商工業の経営状況は厳

しさを増しており、今後は農業や観光との連携が必要である。 

具体的な施策 

・ブドウ栽培へのニーズに対応する新たな圃場整備。 

・基盤整備などによる農業の効率化・省力化、都市住民との交流。 

・森林経営管理制度を活用した経営管理委託、間伐推進。 

・国の補助制度を活用した計画的な整備、山林荒廃化・山地災害防止。 

・未使用資源となっている村有林の有効活用。 

・地場産品の開発、地場産業の振興。 

・農林業と連携した就業体験、他社協業による新たな付加価値創出。 
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２．脱炭素先行地域における取組 
2.1 脱炭素先行地域の概要 

 

【脱炭素先行地域の対象】 

生坂村全域 

 

【主なエネルギー需要家】 

住宅    721 軒 

民間事業所 24 施設 

公共施設  43 施設 

 

【取組の全体像】 

民生部門の全電力需要家を対象に、オンサイトPPA事業により太陽光発電設備と蓄電池を最大

限設置して電力の自家消費を進め、屋根や敷地が利用できない需要家には遊休地等を利用し

たオフサイトPPA事業により電力供給を行い、地産地消を進める。また、中心地である上生坂

区で、村民の生命線とも言える重要な施設を含む民間施設８施設、公共施設７施設を自営線

で結び、東京電力リニューアブルパワー㈱の生坂ダム維持放流水を活用した小水力発電、需

給調整用蓄電池、PPA太陽光発電から電力を供給するマイクログリッドを構築し、2030年度ま

でに電力部門の脱炭素化と地域レジリエンス向上を実現する。さらに、村内の林業構築を目

的とした木質ペレット工場建設、家庭や施設へのペレットストーブ導入、過疎対策、移住者

受入の面で有効となり得る古民家脱炭素リノベーションを通して、省エネや熱エネルギーの

再エネへの転換により脱炭素化を図ると同時に、村が抱える課題も解決する。 

 

【民生部門電力の脱炭素化に関する主な取組】 

① 屋根または敷地に太陽電池が設置可能な民家 427 建物、民間施設 24 施設、公共施設 43 施設

へ、オンサイトPPAにて太陽光発電4,974kW、蓄電池8,640kWhを導入して、電力の自家消費

を行う。 

② 遊休農地等でのオフサイト PPA にて太陽光発電 1,000kW、蓄電池 2,210kWh、移動式車載型蓄

電池 2,000kWh（EV50 台）を導入して、地産地消を行うとともに、屋根に太陽光が設置でき

ない民家および地区へは車載型蓄電池を移動させることで、山間の小規模集落での再エネ利

用率を上げる。 

③ 上生坂区の役場や小中学校を中心とする公共施設７施設、農産物加工施設等民間施設８施

設、上生坂区と草尾区のブドウ圃場を自営線でつなぎ、それら施設のオンサイト PPA 太陽光

発電 782kW と蓄電池 900kWh、需給調整用蓄電池 2,000kWh、生坂ダム維持放流水小水力発電

96kW、エネルギーマネジメントシステムでマイクログリッドを構築し、非常時だけでなく平

常時も電力需給調整を行う。 

④ 電力逼迫時の電力調達コスト対策ならびに電力余剰時の余剰電力有効利用に向け、各家庭に

個別設置された同報無線等村独自のインフラを活用して、ダイナミックプライシングを絡め

てデマンドレスポンスを行う。電力使用量削減分に対して地域通貨を発行して、村民生活の

向上に寄与しながら再エネの最大限有効利用に取組む。 

⑤ 公共施設18施設で省エネ機器・LED導入等を行うとともに、民家272軒へ断熱改修、省エネ

機器・LED・太陽熱利用設備導入補助、民間施設 12 施設へ省エネ機器・LED・太陽熱利用設

備導入補助を行い、電力消費量削減を行う。 

⑥ 移住者に人気の高い茅葺屋根古民家や元養蚕農家 25 軒を、断熱改修や、木質バイオマス熱

利用、太陽光発および電蓄電池でオフグリッド化し、脱炭素を絡めた過疎集落再生・古民家

リノベーション産業を創出する。 

⑦ いくさか『創造の森』に ZEB 施設１棟を建設して生坂村の脱炭素の象徴を作るとともに、移

住者や若者向けに建設する村営集合住宅２棟を ZEB-M、村営戸建住宅６棟を ZEH＋基準に合致

した建物として建設する。 
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【民生部門電力以外の脱炭素化に関する主な取組】 

① 運輸部門の脱炭素化に向けて、EV 充電器、EV 充放電器の導入を促進するとともに、公用車

27 台、村営バス３台を順次 EV へ転換。土日祝日などの時間帯は、上生坂区のマイクログリ

ッド内余剰電力を活用し、村役場周辺を拠点とした充電だけでなく貸出も無料の EV シェア

リングを実施。 

② ブドウ栽培の差別化、高付加価値化、気候変動対策に向けた施設園芸用熱源としての木質ペ

レットボイラー導入、新規開発のブドウ圃場において防霜扇用電力としてのソーラーシェア

リング 150kW を行う。 

③ 農林水産省「森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち林業・木材産業成長産業化

促進対策」も活用し、長野県信州の木活用課と相談しながら、松くい虫被害が多いアカマ

ツ、管理されていない山林の健全な森林整備、ペレット製造設備導入を行い、間伐材等をペ

レット化して木質バイオマス燃料として活用する。供給先として、やまなみ荘のガスボイラ

ーを木質ペレットボイラー250kW へ置換え、民家、民家施設および公共施設へのペレットス

トーブ導入を補助・促進し、木質バイオマス熱利用の転換を行う。 

④ 地元 J リーグチームである松本山雅と連携し、サッカー選手やオフグリッド施設を媒体とし

て村民や村外のサポーターに向けて脱炭素取組みを PR し、間接的に CO2 削減を図る。 

 

【取組により期待される主な効果】 

① PPA、マイクログリッド、木質バイオマス熱利用の各事業を地域エネルギー会社が実施する

ことで、エネルギーの自家消費、地産地消が可能となり、地域経済循環が実現できる。 

② 山林の伐採・再造林等の施業、ペレット製造を通じて、現在は村に無い林業を構築でき、新

たな産業、雇用創出とともに、山林所有者特定を積極的に推進できる。 

③ マイクログリッド構築により、災害時の防災拠点であり村民にとっても唯一の食料品販売所

があるなどライフラインの要である上生坂区のレジリエンス強化を図ることが、村全体のレ

ジリエンスを向上させることにつながる。また、草尾区には村の基幹農業であるブドウ圃場

が多く、これら農業を守ることで、村内外の新規農業従事者の増加につなげることができ

る。 

④ マイクログリッド構築が無い地区でも、避難所となるコミュニティセンターへオンサイト

PPA により太陽光発電と蓄電池が設置され、さらにオフサイト PPA 太陽光発電所の車載型蓄

電池（EV）を移動させることで、災害時のレジリエンス機能が格段に向上する。 

⑤ 茅葺住宅などの古民家脱炭素リノベーションにより特色ある村づくりができ、空き家対策、

移住者受入につなげることができる。 

⑥ J リーグチームを通じて幅広い年代の村民ならびに村外の方々へ、脱炭素の取組み、生坂村

の魅力を発信することができ、村民の定住、移住者増加につなげることができる。 
 

【地域の将来ビジョンとの関連性】 

① 村民生活の安全に向けて、また近年頻発し、大規模化する災害時の防災対策に向けて、行政

機能が集中する役場周辺の電源確保に大きく寄与する。 

② 村民参加による村づくり、村の特色でもあるいくさか大好き隊を活用した新たな視点と活力

による村づくり推進を掲げる中、脱炭素の取組みを通じて行政と村民の協働を一層高めるこ

とに寄与する。 

③ 消滅の可能性に晒されながらも人口が微増している過疎地区を、新たなライフスタイルを享

受する若者、都市部からの移住者に住み良い地域にしようとする施策を進める中、これまで

も高い実績のある空き家バンク制度、空き家改修制度に脱炭素を絡め、新たな発想で未来を

創り出すことに寄与する。 

④ 山林の荒廃化や山地災害の防止を目指す中、未利用資源である森林の整備と木材の有効活用

に大きく寄与するとともに、村の特色を活かした農林業の確立に寄与する。 
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【スケジュール】設備導入･整備や運営体制構築等、具体的に取組を実施する期間 

 

 2023 
年度 

2024 
年度 

2025 
年度 

2026 
年度 

2027 
年度 

2028 
年度 

事業主体設立 

 

オンサイトＰＰＡ 

 太陽光＋蓄電池設置 

 

 

 

 

 

オフサイトＰＰＡ太陽光 

 

 

 
断熱改修、省エネ機器、Ｌ

ＥＤ、太陽熱利用設備 

 

 

 

 

 

 

 
小水力発電 

 
自営線マイクログリッド 

 
EV 導入 

 

 
 

ペレットストーブ 

 

 

 

 

 

ペレット製造設備 

 
省エネ建物 

 

効果促進 

 
事業検証 

 

     

 

 

詳細 
事業計画 

設計・許認可取得 

設計 民家への太陽光＋蓄電池導入 

 427 建物 太陽光発電 3,082kW 蓄電池 6,405kWh 

設計 民間施設への太陽光＋蓄電池導入 

 24 施設 太陽光発電 642kW 蓄電池 690kWh 

設計 公共施設への太陽光＋蓄電池導入 

 43 施設 太陽光発電 1,250kW 蓄電池 1,545kWh 

遊休地等へ太陽光導入 

20 ヵ所 計 1,000kW 

民家への断熱改修、省エネ機器・LED・太陽熱利用設

備導入補助 272 軒 

民間施設への省エネ機器・LED・

太陽熱利用設備導入補助 12 施設 

古民家脱炭素リノベーション 25 軒 

公共施設の省エネ機器導入 18 施設 

設計 

系統連系協議 
自営線、蓄電池 

EMS/DSM 

充電器 30 台 充放電器 40 台 設計 

村営バス EV 化 3台 公用車 EV シェアリング 27 台 

民家ペレットストーブ導入支援 381 軒 

民間施設ペレットストーブ導入支援 

公共施設ペレットストーブ導入 43 施設 

林野庁支援事業 
建屋工事 

設備設置 
設計 

村内普及啓発、村外事業 PR 

有識者会議開催 

蓄電池導入 10 ヵ所 2,210kWh 

車載型蓄電池 EV 導入 50 台(2,000kWh) 

いくさか創造の森 

ZEB 設計・建設 
村営集合住宅 ZEH-M、村営戸建住宅 ZEH＋化 

設計 

許認可取得 
土木工事 

電気工事 
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2.2 対象とする地域の位置・範囲 

 

【対象地域の位置・範囲】 

生坂村内全域の 10 区（小立野区、下生野区、日

岐区、上生坂区、草尾区、昭津区、下生坂区、大

日向区、宇留賀区、古坂区）を対象 

 

【対象地域の特徴】 

≪小立野・下生野≫…活用可能地が広がる地域 

安曇野市に隣接して人口減少は比較的少ないが、

畑地や山林の荒廃が進行中。 

≪日岐≫…新旧が交わる地域 

若者定住促進住宅があり、移住者も多い。 

≪上生坂≫…中心地域 

行政機能が集中し、移住者も多く、新たなブドウ

圃場計画もあり、今後も発展が見込まれる。 

≪草尾・大日向≫…ブドウ栽培が盛んな地域 

村の代表的な産業であるブドウ栽培で活気があ

り、新規就農者も多い。ブドウ圃場辺りはなだら

かな山林が多く、以前は林業施業者も存在。 

≪下生坂≫…過疎を活かした発信拠点地域 

過疎化も進み荒廃地も多いが、国道沿いに平坦地

も多い。また活用可能な村有林が存在。 

≪昭津・古坂≫…空き家が多い地域 

人口減少が著しく集落消滅の危機に瀕しているが、近年は若者が移住するなど人口減少に歯止

めが掛かっている。 

≪宇留賀≫…典型的な過疎地域 

狭い山間に川と田がある典型的な山村の過疎集落。移住者が茅葺住宅、養蚕農家を活かした多

様なライフスタイルを享受しており、空き家バンクに登録される家屋が多い。 

 

【地域課題との関係性や将来ビジョン等を踏まえた対象地域の設定理由】 

≪小立野・下生野≫ 

野立て太陽光適地が多いこと、山林面積が多いこと、私有林活用の自治組織があることから、

オフサイト PPA 太陽光発電と森林整備に適しており対象地域に設定した。 

≪日岐≫ 

オンサイト PPA を通じて村民の脱炭素への理解を促進し、脱炭素取組みの担い手を発掘するこ

とが可能であるため、対象地域に設定した。 

≪上生坂≫ 

レジリエンス向上に寄与する取組みとして自営線マイクログリッドを構築し、他区の過疎化状

況を鑑みながら、地区の特性に応じたマイクログリッドを村内に横展開するためのモデルとす

ることが可能であるため、対象地域に設定した。 

≪草尾・大日向≫ 

ブドウ栽培の災害時事業継続、農業脱炭素取組みモデルを構築することが可能で、チャレンジ

精神旺盛な移住者や脱炭素推進のリーダー的人材が居るため、対象地域に設定した。 

≪下生坂≫ 

過疎集落、村有林が多くあることから、木質ペレット製造、古民家脱炭素リノベーション、松

本山雅の効果促進事業など、地域ビジネス創出の拠点となり得るため、対象地域に設定した。 

出典：村勢要覧 
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≪昭津・古坂≫ 

脱炭素の取組みを通じて、小規模集落でのレジリエンス向上、インフラ整備のあり方を考える

ことが可能であるため、対象地域に設定した。 

≪宇留賀≫ 

断熱や太陽光導入を通じて、今後も定住、移住を促進するための住み継がれる古民家づくりを

推進することが可能であるため、対象市域に設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な位置は、以下の地図のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小立野区 

小立野区
民家 31建物 計205kW
民間事業所 1施設 計70kW
公共施設 1施設 計14kW

200m

太陽光発電
（屋根）
14.1kW

小立野区

下生野区

遊休農地

遊休地

取組の規模
提案地方公共団体内

全域に対する
割合(%)

提案地方公共団体内
全域の数値

39.05 ㎢ 100.0% 39.05 ㎢

721 戸 100.0% 721 戸

33 施設 100.0% 33 施設

43 施設 100.0% 43 施設

0 施設 0 施設

5,176,042 kWh/年 100.0% 5,176,042 kWh/年民生部門の電力需要量(合計)

エリア面積

民
生
需
要
家
数

住宅

民間施設

公共施設

その他
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下生野区・日岐区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上生坂区・草尾区マイクログリッド設備構成 

200m

日岐区

下生野区

下生野区
民家 96建物 計615kW
民間事業所 4施設 計84kW
公共施設 2施設 計110kW

日岐区
民家 35建物 計221kW
民間事業所 1施設 計16kW
公共施設 2施設 計25kW

公共
施設

太陽光発電
（屋根）
90.6kW

太陽光発電
（屋根）
14.1kW

公共
施設

太陽光発電
（屋根）
10.5kW

上生坂区

上生坂区
小舟

公共
施設

太陽光発電
（屋根）
16.0kW

遊休農地

遊休地
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昭津区・大日向区・下生坂区 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

宇留賀区・古坂区 

200m

古坂区

宇留賀区

宇留賀区
民家 26建物 計201kW
民間事業所 1施設 計20kW
公共施設 2施設 計68kW

古坂区
民家 2建物 計10kW
民間事業所 0施設 計0kW
公共施設 1施設 計12kW

太陽光発電
（屋根）
19.8kW

太陽光発電
（屋根）
8.8kW

太陽光発電
（屋根）
12.3kW

遊休農地

遊休地

200m

大日向区

下生坂区
雲根

下生坂区

昭津区

下生坂区
民家 40建物 計229kW
民間事業所 2施設 計47kW
公共施設 2施設 計51kW

昭津区
民家 3建物 計14kW
民間事業所 1施設 計35kW
公共施設 1施設 計16kW

大日向区
民家 25建物 計148kW
民間事業所 0施設 計0kW
公共施設 1施設 計28kW

公共
施設

太陽光発電
（屋根）
16.0kW

太陽光発電
（屋根）
11.4kW

太陽光発電
（屋根）
39.6kW

太陽光発電
（屋根）
28.06kW

遊休農地

遊休地
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2.3 脱炭素先行地域の再エネポテンシャルの状況 

(1) 再エネ賦存量を踏まえた再エネ導入可能量 
 

太陽光発電設備および小水力発電の導入可能量は、REPOS 調査、独自調査および現地の結果、村全域

で 74,598kW である。その上で、下表の通り考慮すべき事項を踏まえて除外すべきものを除いて試算した

結果、合計で 20,506kW である。 

再エネ 

種別 

地方公共団体内 

導入可能量 ① 

調査状況 

（その手法） 

考慮すべき事項 ② 

（経済合理性・支障の有無等） 

除外後の 

導入可能量 

（①－②） 

太陽光 

発電 

33,383 

(kW) 

■済 

（信州屋根ソーラーポ

テンシャルマップ） 

（REPOS） 

（独自調査） 

□一部済 

住宅屋根置き太陽光発電のうち、1981

年より前に建築された家屋、屋根形状

が草葺、板葺、セメント葺の家屋を除

外する。 

野立て太陽光発電は、遊休地、耕作放

棄地へ設置し、景観に影響が大きい場

所、既に導入済み場所を除外する。 

除外量：12,973(kW) 

20,410 

(kW) 

小水力 

発電 

41,215 

(kW) 

■済 

（REPOS） 

（現地調査） 

□一部済 

犀川本流の小水力発電は、独自利用で

きないので除外する。 

金熊川、農業用水は、現地調査の結

果、事業構築上の課題が大きいので除

外する。 

除外量：41,119(kW) 

  96 

(kW) 

合計 74,598 

(kW) 

  

除外量：54,092(kW) 

20,506 

(kW) 

 

【太陽光発電】 

屋根置き太陽光発電については、長野県が提供している信州屋根ソーラーポテンシャルマップ、生坂

村固定資産台帳の双方から算出した結果、導入可能量は 11,383kW であった。そのうち、民家の住居や倉

庫の築年数、屋根の形状を考慮し、耐震基準が改正された 1981 年以前に建築された建物、屋根が草葺、

板葺、セメント葺の建物を除外した結果の導入可能量は 6,410kW であった。 

野立て太陽光発電については、REPOS から導入可能量は約 9,800kW であったが、生坂村振興課と村づ

くり推進室で独自調査した結果、遊休地、耕作放棄地のうち条例抑制区域を除いた導入可能面積は 22ha

あり、導入可能量は約 22,000kW が見込まれるが、国道に面して景観上課題がある、まめってえ会が自主

作付けしている等から、実質的な導入可能量は約 14,000kW となる。 

 

【小水力発電】 

犀川本流には東京電力リニューアブルパワー㈱生坂発電所（最大出力 21,000kW）、㈱レゾナック広津

発電所（最大出力 20,000kW）の中水力発電所があるが、共に FIT 売電しており、交渉の結果、村での利

用は不可能との回答があり、除外した。 

REPOS 調査の結果、金熊川支流に 80kW のポテンシャルがあったが、現地調査の結果、取水地点まで急

峻な斜面となっているだけでなく山林が荒廃していること、山林所有者が不明であることから、事業構

築は困難と考えて除外した。また、農業用水を活用した小水力発電も導入可能性があるが、減圧調整設

備を導入した上で利用していることから、当該設備の減価償却期間、減圧調整設備撤去時の課題を考慮

すると導入は困難と考えて除外した。 

よって、生坂ダムの維持放流水を活用した小水力発電のみが可能である。 
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(2) 新規の再エネ発電設備の導入予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【太陽光発電】

設置場所 設置者
オンサイト・
オフサイト

設置方法 数量
設備能力
(kW)

(小計)
設備能力

(kW)

発電量
(kWh/年)

(小計)
発電量
(kWh/年)

導入時期
FS調査等
実施状況

合意形成
状況

戸建住宅 3,082 3,239,798

一般住宅 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 427建物 3,082 3,239,798 R6～10年 調査中 一部合意

家庭(その他) 0 0

オフィスビル 511 536,785

信陽 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 70 74,004 R9年 実地調査済 合意済み

石川組 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 16 16,651 R8年 実地調査済 合意済み

降旗ケンネル PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 15 15,263 R8年 実地調査済 合意済み

中山組 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 5 5,550 R7年 実地調査済 合意済み

生坂竹内工務店 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 9 9,251 R8年 実地調査済 合意済み

生坂こなもん工房 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 19 20,351 R10年 実地調査済 合意済み

生坂村農業公社・農産
物加工施設

PPA事業者 オンサイト 屋根置き 3棟 112 117,734 R6年 実地調査済 合意済み

JA松本ハイランド PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 40 41,628 R7年 実地調査済 合意済み

野の香 PPA事業者 オフサイト 野立て 1ヵ所 35 37,002 R7年 実地調査済 合意済み

NTT生坂電話交換所 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 16 16,651 R10年 実地調査済 未実施

社会福祉協議会 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 13 13,876 R6年 実地調査済 合意済み

高齢者生活支援センタ PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 66 69,379 R6年 実地調査済 合意済み

農作業準備休憩施設 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 20 20,814 R6年 実地調査済 合意済み

レゾナック広津発電所 PPA事業者 オフサイト 屋根置き 1棟 35 37,002 R10年 実地調査済 合意済み

デイサービスはるかぜ PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 40 41,628 R9年 実地調査済 合意済み

商業施設 111 116,557

生野郵便局 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 6 6,475 R8年 実地調査済 協議中

上生坂郵便局 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 6 6,475 R8年 実地調査済 協議中

広津郵便局 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 6 6,475 R8年 実地調査済 協議中

原井商店 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 16 16,651 R8年 実地調査済 合意済み

望月自動車工業 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 2棟 48 50,878 R9年 実地調査済 合意済み

ガレージイクサカ PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 16 16,651 R7年 実地調査済 合意済み

白澤電器 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 5 5,550 R9年 実地調査済 合意済み

東新自動車 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 7 7,400 R8年 実地調査済 合意済み

宿泊施設 20 20,814

ゲストハウスあおば PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 20 20,814 R7年 実地調査済 合意済み

公共施設 1,191 1,252,063

小立野多目的集会施設 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 14 14,801 R9年 実地調査済 合意済み

南部交流センター PPA事業者 オンサイト 屋根置き 2棟 91 95,281 R9年 実地調査済 合意済み

日岐生活改善センター PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 14 14,801 R10年 実地調査済 合意済み

クラブハウス PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 11 11,101 R10年 実地調査済 合意済み

関屋コミュニティ施設 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 4 3,700 R6年 実地調査済 合意済み

小舟コミュニティ施設 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 15 16,188 R6年 実地調査済 合意済み

村民会館 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 40 42,090 R6年 実地調査済 合意済み

生坂海洋センター PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 160 167,898 R7年 実地調査済 合意済み

グランド管理棟 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 5 5,550 R10年 実地調査済 合意済み

商工観光会館 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 2棟 38 39,777 R6年 実地調査済 合意済み

上生坂教員住宅 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 2棟 16 16,651 R6年 実地調査済 合意済み

いくさかの郷 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 2棟 55 58,279 R6年 実地調査済 合意済み

生坂小学校 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 2棟 92 97,131 R7年 実地調査済 合意済み

生坂中学校 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 2棟 102 107,306 R7年 実地調査済 合意済み

学校給食共同調理場 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 44 45,790 R7年 実地調査済 合意済み

生坂保育園 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 2棟 44 46,253 R8年 実地調査済 合意済み

やまなみ荘 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 2棟 67 70,767 R8年 実地調査済 合意済み

健康管理センター PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 16 16,651 R7年 実地調査済 合意済み

歯科診療所 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 29 30,527 R8年 実地調査済 合意済み

村役場 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 35 37,002 R6年 実地調査済 合意済み

上生坂部詰所 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 8 8,326 R10年 実地調査済 合意済み

水道倉庫 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 7 6,938 R10年 実地調査済 合意済み

上の原教員住宅 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 2 2,313 R6年 実地調査済 合意済み

旧浄水場 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 11 11,101 R10年 実地調査済 合意済み

村営バス車庫 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 26 27,752 R6年 実地調査済 合意済み

移住者田舎体験ハウス PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 11 11,101 R6年 実地調査済 合意済み

上生坂住宅 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 4 4,163 R10年 実地調査済 合意済み

草尾交流センター PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 15 16,188 R6年 実地調査済 合意済み

草尾ぶどう集荷所 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 27 28,677 R6年 実地調査済 合意済み

社会就労センター PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 16 16,651 R8年 実地調査済 合意済み

草尾部詰所 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 11 11,101 R10年 実地調査済 合意済み

木材ふれあい体験館 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 16 17,114 R8年 実地調査済 合意済み

高津屋森林公園管理棟 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 7 7,400 R10年 実地調査済 合意済み

高津屋コテージ PPA事業者 オンサイト 屋根置き 6棟 16 16,651 R10年 実地調査済 合意済み

大日向生活改善センタ PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 28 29,602 R7年 実地調査済 合意済み

体育館 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 11 12,026 R9年 実地調査済 合意済み

下生坂部詰所 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 3 2,775 R10年 実地調査済 合意済み
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【太陽光発電】 

■民家 

（FS 調査等実施状況） 

まずは、高齢化が進む村の現状を踏まえ、最初に 70 歳以上の高齢者のみで生活している家屋は除外し

た。次に、村内には農家が多く、車庫、倉庫を併設する民家が多いことから、設置可能な建物として

は、住宅だけでなく、その他個人宅敷地内にある建物全てを対象とした。村の総合行政システムの固定

資産台帳より、新耐震基準となった 1981 年以降に建設された住居、倉庫などの建物を抽出し、そこか

ら、屋根が草葺、板葺、セメント葺の建物は、太陽電池モジュール設置に不向きであるため除外した。

また、床面積が 50 ㎡未満の建物も、太陽電池モジュール設置工事の効率性が悪いため除外した。 

太陽電池モジュール設置可能面積について、固定資産台帳の床面積＝屋根面積とし、屋根形状が東西

流れ、南北流れの切妻屋根が大半であることから、屋根面積の２分の１を導入ポテンシャルとして考

え、屋根端など設置できない部分を除き、導入ポテンシャルの２分の１すなわち屋根面積の４分の１を

太陽電池モジュール設置可能場所とした。太陽電池モジュール（W1800mm×L1000mm）の面積が約２㎡で

あること、現在主流の単結晶シリコン太陽電池が 440W であることから、導入可能発電出力を算出した。 

対象地域となる村内全域各区の戸建住宅等建物への設置可能な太陽光発電設備の出力は、以下のとお

りである。 

 ≪小立野≫民家 49 世帯のうち住宅・倉庫等 31 建物が該当 205kW 

 ≪下生野≫民家 124 世帯のうち住宅・倉庫等 96 建物が該当 615kW 

 ≪日岐≫ 民家 73 世帯のうち住宅・倉庫等 35 建物が該当 221kW 

 ≪上生坂≫民家 212 世帯のうち住宅・倉庫等 146 建物が該当 1,293kW 

 ≪草尾≫ 民家 67 世帯のうち住宅・倉庫等 23 建物が該当 144kW 

 ≪下生坂≫民家 77 世帯のうち住宅・倉庫等 40 建物が該当 229kW 

 ≪昭津≫ 民家 14 世帯のうち住宅・倉庫等 3建物が該当 14kW 

 ≪大日向≫民家 46 世帯のうち住宅・倉庫等 25 建物が該当 148kW 

 ≪宇留賀≫民家 54 世帯のうち住宅・倉庫等 26 建物が該当 201kW 

会生活改善センター PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 9 9,251 R9年 実地調査済 合意済み

山清路の郷資料館 PPA事業者 オフサイト 野立て 1ヵ所 59 62,441 R7年 実地調査済 合意済み

介護予防拠点施設 PPA事業者 オンサイト 屋根置き 1棟 12 12,951 R9年 実地調査済 合意済み

公共(その他) 59 62,441

農業集落排水処理施設
（上生坂）

PPA事業者 オンサイト 野立て 1ヵ所 20 20,814 R9年 実地調査済 合意済み

農業集落排水処理施設
（下生野）

PPA事業者 オンサイト 野立て 1ヵ所 20 20,814 R10年 実地調査済 合意済み

農業集落排水処理施設
（草尾）

PPA事業者 オンサイト 野立て 1ヵ所 20 20,814 R9年 実地調査済 合意済み

遊休地 50 52,560

日岐 PPA事業者 オフサイト 野立て 1ヵ所 50 52,560 R9年 調査中 協議中

遊休農地 950 998,640

小立野 PPA事業者 オフサイト 野立て 2ヵ所 50 52,560 R9年 調査中 協議中

日岐 PPA事業者 オフサイト 野立て 1ヵ所 50 52,560 R9年 調査中 協議中

上生坂 PPA事業者 オフサイト 野立て 1ヵ所 100 105,120 R8年 実地調査済 協議中

草尾 PPA事業者 オフサイト 野立て 2ヵ所 400 420,480 R9年 実地調査済 一部合意

昭津 PPA事業者 オフサイト 野立て 1ヵ所 50 52,560 R9年 調査中 協議中

下生坂 PPA事業者 オフサイト 野立て 3ヵ所 150 157,680 R9年 実地調査済 一部合意

大日向 PPA事業者 オフサイト 野立て 1ヵ所 50 52,560 R9年 調査中 協議中

宇留賀 PPA事業者 オフサイト 野立て 2ヵ所 100 105,120 R9年 調査中 協議中

ため池 0 0

その他 0 0

合計 5,974 6,279,659
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 ≪古坂≫民家 10 世帯のうち住宅・倉庫等 2建物が該当 10kW      合計 3,082kW 

（合意形成状況） 

全 10 区の区長に対しては、2022 年 12 月の区長会議において脱炭素事業概要および村による住宅への

太陽光発電導入について説明し、村の方針について一定の理解を示して頂いた。今後 2023 年３月の区長

会議では、より具体的な事業内容について説明し、事業イメージへの理解を深めて頂く予定である。 

村民に対しては、2022 年 12 月～2023 年１月にかけて全世帯を対象に脱炭素にむけた意向調査を実

施。アンケート回収率は 73.1％と非常に高く、村民の関心が高いとともに村の取組みに対する村民の協

力度が高いことを示している。電気代をはじめとするエネルギー代が高騰していることもあり、太陽光

発電導入、省エネ機器導入、EV 導入に対する支援への期待値が高い結果であった。 

また、2023 年２月６日には「いくさかゼロカーボンフォーラム」を開催し、脱炭素取組み内容を詳細

に説明し、その後のテーブルディスカッションでは、設備費用負担、村の財政への影響、構造的に設置

できない家屋への代替措置の要望、蓄電池設置の要望があり、脱炭素に資する取組への関心が高かっ

た。村が地域エネルギー会社を設立し、国の補助事業を活用して初期費用ゼロで住宅へ太陽光発電を設

置することについては、促進すべきという声があり、一定の理解を得られた。ゼロカーボンフォーラム

の継続に対する意見もあり、脱炭素取組みに対する村民理解が進んでいる。 

今後、2023 年３月の区長会議で改めて PPA 事業についての説明を行い、４月の各区の総会で区長から

村民へ周知を図るのに合わせて広報で事業説明を行うとともに、役場職員が各区の総会へ参加して説明

する予定である。 

 
■オフィスビル・商業施設・宿泊施設 

（FS 調査等実施状況） 

村内の民間事業所 33 ヵ所を実地調査し、建物形状、屋根形状を確認し、そのうち 24 施設に設置可能

であることを確認した。 

（合意形成状況） 

村と関係の深い企業とは合意済みであり、現在 PPA 事業による太陽光発電と蓄電池設置について順次

説明中である。今後も戸別訪問をしながら、３月までには合意形成を図る予定である。 

 

■遊休地・遊休農地 

（FS 調査等実施状況） 

現地調査および区長ヒアリングの結果、村内で太陽光発電に適している遊休地は、ほぼ地元建設会社

が太陽光発電を設置しており、日当たりが良く平地が多い上生坂区には導入可能地が無い。廃集落の家

屋跡地、不在地主化した土地は太陽光発電ポテンシャルとしてはあるものの、所有者との交渉に時間を

要すること、メンテナンスの不便性、周辺住民との合意形成などの観点から、利用優先順位は下がる。

一方で、遊休農地や耕作放棄地は村内各区にあり、後継者不足、離農者増加を考えると、太陽光発電ポ

テンシャルは高い。振興課、村づくり推進室で遊休農地などを調査した結果、導入可能な敷地面積は以

下のとおりである。 

 ≪小立野≫ 遊休地 0kW   遊休農地 2,000kW 

 ≪下生野≫ 遊休地 0kW   遊休農地 0kW 

 ≪日岐≫  遊休地 2,000kW 遊休農地 2,000kW 

 ≪上生坂≫ 遊休地 0kW   遊休農地 2,000kW 

 ≪草尾≫  遊休地 0kW   遊休農地 1,000kW 

 ≪下生坂≫ 遊休地 0kW   遊休農地 2,000kW 

 ≪昭津≫  遊休地 0kW   遊休農地 0kW 

 ≪大日向≫ 遊休地 1,000kW 遊休農地 0kW 

 ≪宇留賀≫ 遊休地 2,000kW 遊休農地 0kW 

 ≪古坂≫  遊休地 0kW   遊休農地 0kW   合計 14,000kW 

中部電力パワーグリッド㈱安曇野営業所との協議において、村内で高圧接続が可能な地域が限定され
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ていることから、１MWクラスの太陽光発電所建設は難しい状況にある。よって、低圧太陽光発電所を中

心に、村内各所に分散させて建設する方針とする。 

（合意形成状況） 

2023 年２月６日に開催した「いくさかゼロカーボンフォーラム」では、区で地理的特性や景観への影

響を考慮して、各区がそれぞれ太陽光発電に適した場所を探し、自分たちで管理する方法を取ることに

ついて提言があったことを受け、村民の関わりを強めた形での太陽光発電所建設を進めていくことにつ

いて合意が得られた。今後は、2023 年３月から順次、区長から提案のあった場所に対して、各区住民と

の対話を深めていき、合意形成を図る予定である。 

 

【小水力発電】 

（FS 調査等実施状況） 

東京電力リニューアブルパワー㈱犀川事業所と生坂ダムの運用方法、維持放流水の活用方法について

協議し、かつて同社が社内にて検討し、概略設計を行った際の小水力発電の仕様を参考資料として提供

して頂いた。 

維持放流水水量 1.37 ㎥/秒、有効落差 9.879ｍ、発電効率 76.28％とし、最大出力 96kW 発電機が設置

可能となっている。生坂ダムは出水により生坂発電所の最大使用水量を超える流入量に対処するため、

ゲリラ豪雨が懸念される夏場を含めて、約半年間は洪水吐から放流する運用となっており、洪水吐から

放流を行っている期間は、小水力発電所は停止して欲しいとの要望があったが、2022 年から 2023 年の

年間ダム放流日数のうち、実質 10㎥/秒以上の放流を実施している日数は 81 日しかなく、東京電力リニ

ューアブルパワー㈱と協議した結果に基づき算出した設備稼働率は 81％となり、計画上は稼働率 75％、

年間 630,720kWh の発電量が見込める。 

（合意形成状況） 

生坂ダムの維持放流水を活用することから、ダム所有者である東京電力リニューアブルパワー㈱とは

2022 年 12 月より協議を開始し、概略設計、建設費などの資料提供を受けており、建設工事の方法、工

事スケジュールなどについて意見の擦り合わせはできている。また、生坂ダムの一部を利用することに

ついての契約内容等は今後詳細な協議が必要であるものの、事業への協力は前向きな回答を頂いてい

る。 

水利権は現在東京電力リニューアブルパワー㈱が保有しているが、今度どのような手続きが必要にな

るか等については協議予定。 

 

 

 

(3) 活用可能な既存の再エネ発電設備の状況 
 

市内には地元建設会社が建設した太陽光発電所が 2,000kW 程度あるが、全て FIT 売電しており、特定

卸供給契約等を通じて供給を受ける予定は無い。将来的に FIT 売電期間が終了した後は、地域エネルギ

ー会社への供給について協議する予定である。 

また、東京電力リニューアブルパワー㈱、㈱レゾナックの中水力発電もあるが、同じく全て FIT 売電

していることから、供給を受ける予定は無い。 
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2.4 民生部門の電力消費に伴う CO2 排出の実質ゼロの取組 

(1) 実施する取組の具体的内容 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組の全体像】 

対象地域となる村内全 10 区の民生部門電力消費量は、家庭部門が 3,388,341kWh/年、公共施設

を含む業務部門が 1,787,701kWh/年の計 5,176,042kWh/年であり、そのうち省エネ等により

648,147kWh/年の電力消費量を削減し、残りは村内の再生可能エネルギー発電設備から

4,527,895kWh/年を供給し、電力使用量が多い冬季も含む年間を通じて、村内の再生可能エネルギ

ー由来の電力だけで民生部門電力消費を賄い、電力消費に伴う CO2 排出をゼロにする。 

具体的な取組みは以下のとおりである。 

 

① 屋根または敷地に太陽電池が設置可能な民家427建物、民間施設24施設、公共施設43施設へ、

オンサイト PPA にて太陽光発電 4,974kW、蓄電池 8,640kWh を導入して、電力の自家消費を行

う。初期費用ゼロは村民生活の質的向上に、地域エネルギー会社による管理は村民の安心感に

つながる。 
＜取組 No.１＞民家へのオンサイト PPA による太陽光発電設備・蓄電池導入 

＜取組 No.２＞民間施設へのオンサイト PPA による太陽光発電設備・蓄電池導入 

＜取組 No.３＞公共施設へのオンサイト PPA による太陽光発電設備・蓄電池導入 

 

② 遊休農地等でのオフサイト PPA にて太陽光発電 1,000kW、蓄電池 2,210kWh、移動式車載型蓄電

池 2,000kWh（EV50 台）を導入して地産地消を行う。屋根に太陽光が設置できない民家へも地産

電源を供給できるだけでなく、当該民家や地区へ車載型蓄電池を移動させることで、山間の小

規模集落での再エネ利用率を上げることもできる。 

＜取組No.４＞遊休農地等のオフサイトPPAによる太陽光発電設備・蓄電池・車載型蓄電池導入 

 

③ 上生坂区の役場や小中学校を中心とする公共施設７施設、農産物加工施設等民間施設８施設、

上生坂区と草尾区のブドウ圃場を自営線でつなぎ、それら施設のオンサイト PPA 太陽光発電

782kW と蓄電池 900kWh、需給調整用蓄電池 2,000kWh、生坂ダム維持放流水小水力発電 96kW、エ

ネルギーマネジメントシステムでマイクログリッドを構築し、非常時だけでなく平常時も電力

需給調整を行う。ライフラインの中枢でのレジリエンス向上は、村全体のレジリエンス向上に

つながるだけでなく、村の基幹産業事業継続、さらには安定的なインフラを持つ農業に魅力を

感じる移住者への PR にもなり得る。 

＜取組 No.９＞生坂ダム維持放流水を活用した小水力発電導入 

＜取組 No.10＞自営線を活用したマイクログリッド構築 

【「実質ゼロ」の計算結果】

再エネなどの電力供給量 省エネによる電力削減量

87% 13%

＝ 4,527,895 kWh/年 ＋ 648,147 kWh/年

先行地域の上記に占める割合(%)

100.0%

民生部門の電力需要量

100%

5,176,042 kWh/年

5,176,042 kWh/年

提案地方公共団体全体の民生
電力需要量
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④ 電力逼迫時の電力調達コスト対策ならびに電力余剰時の余剰電力有効利用に向け、各家庭に個

別設置された同報無線等村独自のインフラを活用して、ダイナミックプライシングを絡めたデ

マンドレスポンスにより、ピーク時の電力使用量削減を図り、省エネを行う。電力使用量削減

分に対して地域通貨を発行するなど、村民生活の向上に寄与しながら再エネの最大限有効利用

に取組む。 

＜取組 No.５＞民家の断熱改修、省エネ機器・LED・太陽熱利用設備導入補助 

＜取組 No.６＞民間施設への省エネ機器・LED・太陽熱利用設備導入補助 

 

⑤ 公共施設 18 施設で省エネ機器・LED 導入等を行うとともに、民家 272 軒へ断熱改修、省エネ機

器・LED・太陽熱利用設備導入補助、民間施設 12 施設へ省エネ機器・LED・太陽熱利用設備導入

補助を行い、電力消費量削減を行う。 

＜取組 No.５＞民家の断熱改修、省エネ機器・LED・太陽熱利用設備導入補助 

＜取組 No.６＞民間施設への省エネ機器・LED・太陽熱利用設備導入補助 

＜取組 No.８＞公共施設への省エネ機器・LED 導入 

 

⑥ 移住者に人気の高い茅葺屋根古民家や元養蚕農家 25 軒を、断熱改修や、木質バイオマス熱利

用、太陽光発および電蓄電池でオフグリッド化する。脱炭素を絡めた過疎集落再生・古民家リ

ノベーション産業の創出、移住促進につなげ、集落の維持、村の持続性に寄与する。 

＜取組 No.７＞古民家脱炭素リノベーション 

 

⑦ いくさか『創造の森』に ZEB 施設１棟を建設して生坂村の脱炭素の象徴を作るとともに、毎年

移住者や若者向けに建設する村営集合住宅２棟を ZEB-M、村営戸建住宅６棟を ZEH＋基準に合致

した建物として建設し、村民に省エネ住宅を身近に感じてもらい、新規建物の ZEB 化、ZEH 化

につなげる。 

＜取組 No.17＞村営住宅 ZEH 化 

＜取組 No.18＞創造の森 ZEB 建設 

 

【導入技術】 

導入する技術 項目 状況 

自営線マイクロ

グリッド 

経済性の確保 

需給調整用大型蓄電池とエネルギーマネジメントシ

ステムを、グリッド内太陽光発電余剰電力の貯蔵お

よび調整に利用し、安価な太陽光発電からの電力を

グリッド内需要家に供給することで、非常時のみな

らず平常時も有効活用できるため、投資回収率向上

を図る。また、主要な公共施設、民間事業所のみを

対象とることで、自営線の設置費用を抑制し、投資

回収率向上を図る。 

マイクログリッドを構築する設備費用と運営費用

は、19.5 年間で投資回収可能である。 

導入規模と新たな需要

創出の可能性 

対象需要家数は公共施設７施設、民間施設８施設の

計 15 施設、需要電力は約 380kW。 

レジリエンス向上、再エネ利用率向上に資すること

はもちろんだが、土日祝日の電力使用量が少ない公

共施設と、土日祝日の電力消費量が多い道の駅をマ

イクログリッド対象需要家として組み合わせること

で、オンサイト PPA 太陽光発電の余剰電力を有効に

利用でき、災害時の道の駅有効活用も含め、地方に

おける今後の都市整備計画に活かすことができる。
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また、地域エネルギー会社が PPA 事業とマイクログ

リッド事業を担うモデルを構築することで、JEPX に

電力調達を依存する地域新電力、自治体新電力の収

益改善モデルとすることができる。 

地域経済循環への貢献 

マイクログリッドにより電力の地産地消を物理的に

達成できることから、エネルギー代金の域外流出を

防止できる。また、村が設備を所有し、建設工事を

地元建設会社に発注し、稼働後の運営・保守を指定

管理者として地域エネルギー会社が担い、電力利用

料を各施設から徴収することで、地域経済循環を実

現することができる。 

また、本事業を通じて専任の電気主任技術者、需給

調整管理、電力利用料徴収などの業務で、村内に新

たな雇用を生み出すことができる。 

 

導入する技術 項目 状況 

デマンドレスポ

ンス 

ダイナミックプ

ライシング 

技術概要 

天候不順が続き、太陽光発電の発電量が少なく、蓄

電池残量も少なくなることが見込まれる時は、ダイ

ナミックプライシングを設定するとともに、対象需

要家へ予め節電要請（デマンドレスポンス）を行

い、節電に協力してもらった家庭、民間事業所に

は、電気利用料金の節電相当額を協力金として地域

通貨を支払う。 

節電要請手段は、村内の全家庭に個別導入されてい

る同報無線といくさかコミュニケーションネットワ

ーク（ICN）チャネル 12ch を活用し、前日までの節

電要請は ICN で、当日の節電要請は同報無線で行

い、実効性を高める。 

経済性の確保 

電力使用量の把握は、オンサイト PPA 用に設置する

遠隔装置を活用して、節電要請は既存インフラを活

用して、導入費用削減を図る。 

導入規模と新たな需要

創出の可能性 

電力小売契約先 721 世帯と民間施設・公共施設計 73

施設を対象とし、節電率 30％、節電要請日数 30 日

間、１回あたりの要請時間３時間、協力率 60％とし

た場合、16,580kWh/年の節電が可能となり、村の電

力消費量の 0.3％削減が可能となる。 

節電要請の仕組みを、既存インフラを活用して構築

することで、中山間地域、漁村、離島など独自の通

信システムを持つ自治体では、同様の取組みを行う

ことができると同時に、地域新電力、自治体新電力

の収益改善に向けた基礎的な取組みとすることがで

きる。 

地域経済循環への貢献 

電気料金の割引相当額を地域通貨として発行し、そ

の地域通貨の利用対象を、木質ペレット購入、道の

駅での農産物購入、やまなみ荘での宿泊費等とする

ことで、地域経済循環に貢献することができる。 
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導入する技術 項目 状況または想定 

古民家リノベー

ション 

技術概要 

古民家は外皮性能を高めるには家屋が大き過ぎるた

め、また移住者が好む古民家らしい欄間、襖、障子

など内装を活かすため、居室、寝室の内装、建具の

断熱を中心としながら、熱エネルギーの再エネ化、

敷地内への野立て太陽光発電により、限りなくオフ

グリッドな古民家リノベーション技術を確立する。 

経済性の確保 

これまでも村費で DIY リノベーションを実施してお

り、村費に交付金を付加する形で新たな技術を生み

出すとともに、無理の無い形で実施する。 

他地域への展開 

古民家入居希望者である移住者と、リノベーション

を支援する地域おこし協力隊とが共同作業を行うこ

とで、早期に移住者のコミュニティ参加が達成でき

ることは、移住者定住、村の活性化にもつながり、

過疎化が進む中山間地域での良いモデルとなり得

る。 

地域経済循環への貢献 

地域おこし協力隊と地元工務店を活用して古民家リ

ノベーションに取組むことで、地域内経済循環に貢

献する。 
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電力需要量に係る実質ゼロを達成するための取組内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自家消費等 相対契約 再エネメニュー 証書

① 民生・家庭 戸建住宅 721戸 一部合意 3,388,341 1,779,578 1,225,284
再エネメニュー
（PPA事業者による太陽
光・小水力発電）

383,479

民生・家庭 その他

② 民生・業務その他 オフィスビル 42棟 一部合意 398,580 249,709 107,827
再エネメニュー
（PPA事業者による太陽
光・小水力発電）

41,045

民生・業務その他 商業施設 8棟 一部合意 167,761 167,761 PPA事業者

③ 民生・業務その他 宿泊施設 1棟 合意済 12,494 12,494 PPA事業者

民生・業務その他 その他 6棟 合意済 254,945 110,051 109,431
再エネメニュー
（PPA事業者による太陽
光・小水力発電）

35,463

③ 公共 公共施設 48棟 合意済 866,113 669,482 26,032
再エネメニュー
（PPA事業者による太陽
光・小水力発電）

170,599

公共 その他 3施設 合意済 87,808 62,441 7,805
再エネメニュー
（PPA事業者による太陽
光・小水力発電）

17,562

5,176,042 3,051,516 1,476,379 648,147

再エネ等の供給量(kWh/年) 主な発電主体
(再エネ等の電力供給元)

省エネによる電力削減量
(kWh/年)

合計

No 種類 民生部門の電力需要家 数量 合意形成の状況
電力需要量
(kWh/年)
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【民生部門の電力需要家の状況（対象・施設数、直近年度の電力需要量等）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象 施設名 区分 施設数 試算方法
直近電力
需要量

(kWh/年)

(小計)
直近電力需要量

(kWh/年)
需要家との合意形成の状況

民生・家庭(戸建住宅) 3,388,341

戸建住宅 既存住宅 721戸
全村民アンケート
集計結果より推計

3,388,341

2022年12月に各区長へ説明し、村の
方針について理解を頂いた。
2023年1月の全村民対象アンケート
では7割を超える村民から回答があ
り、そのうちの33%の村民から太陽
光発電設備の購入補助について村に
期待しているとの回答があった。ま
た同アンケートでは回答者の48％か
ら「災害時に安心できる設備や基盤
のある村」を望む声が寄せられ、自
立分散型エネルギー導入への理解と
意欲が示された。

民生・家庭(その他) 0

民生・業務その他(オフィスビル) 398,580

平林建設 既存 1棟
事業者より取得し
た過去1年間の電
気料金より推計

78,996

既に太陽光発電設備200kWを導入済
みのため追加導入の予定はないが、
全てFIT売電中のため、売電期間終
了後の自家消費および地域エネル
ギー会社への余剰電力売電、不足電
力購入は合意済み。

降旗ケンネル 既存 1棟 (同上) 26,878
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
販売について合意済み。

北安陸運 既存 1棟 (同上) 3,480
地域エネルギー会社からの電力販売
について合意済み。

中山組 既存 1棟 (同上) 8,067
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
販売について合意済み。

生坂竹内工務店 既存 1棟 (同上) 12,494
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
販売について合意済み。

藤沢商会 既存 1棟 (同上) 18,461

既に太陽光発電設備48kWを導入済み
のため追加導入の予定はないが、全
てFIT売電中のため、売電期間終了
後の自家消費および地域エネルギー
会社への余剰電力売電、不足電力購
入は合意済み。

JA松本ハイランド 既存 1棟 (同上) 25,247
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
販売について合意済み。

生坂村農業公社 既存 1棟
事業者より過去1
年間の消費電力量
データを取得

21,021
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
販売について合意済み。

石川組 既存 1棟
事業者より取得し
た過去1年間の電
気料金を基に推計

78,996
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
販売について合意済み。

その他事務所等 既存 10棟

他の事業者より取
得した過去1年間
の消費電力量、電
気料金を基に推計

124,940
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
販売について合意済み。

民生・業務その他(商業施設) 167,761

美容室じゃんけんぽん 既存 1棟
事業者より取得し
た過去1年間の電
気料金を基に推計

3,359
地域エネルギー会社からの電力販売
について合意済み。

飲食店(SHONEN) 既存 1棟 (同上) 11,160
地域エネルギー会社からの電力販売
について合意済み。

ガレージイクサカ 既存 1棟

他の事業者より取
得した過去1年間
の消費電力量デー
タを基に推計

12,494
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
販売について合意済み。

その他個人商店等 既存 5棟 (同上) 140,748

5棟中2社はPPAによる太陽光＋蓄電
池導入、地域エネルギー会社からの
電力販売について合意済み。残り3
社は協議中。

民生・業務その他(宿泊施設) 12,494

ゲストハウスあおば 既存 1棟

他の事業者より取
得した過去1年間
の消費電力量デー
タを基に推計

12,494
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
販売について合意済み。
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民生・業務その他(その他) 254,945

デイサービス「かしわ
荘」

既存 2棟
事業者より過去1
年間の消費電力
データを取得

145,067

PPAによる太陽光発電＋蓄電池設置
について合意済み。
不足分の電力購入については、現在
の契約が終了する2028年に切替える
ことで合意済み。

デイサービス「はるか
ぜ」

既存 1棟 (同上) 13,432
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
販売について合意済み。

高齢者生活支援センタ 既存 2棟 (同上) 36,436
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

農産物加工・保冷施設 既存 2棟 (同上) 45,937
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
販売について合意済み。

農業公園 既存 1棟 (同上) 14,073
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
販売について合意済み。

公共(公共施設) 866,113

いくさかの郷 既存 1棟
村役場より過去1
年間の消費電力
データを取得

146,015
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

生坂小学校 既存 4棟 (同上) 33,977
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

生坂中学校 既存 3棟 (同上) 54,224
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

学校給食共同調理場 既存 1棟 (同上) 62,163
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

生坂保育園 既存 2棟 (同上) 40,390
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

やまなみ荘 既存 2棟 (同上) 180,715
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

健康管理センター 既存 1棟 (同上) 30,355
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

村民会館 既存 1棟 (同上) 18,271
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

生坂海洋センター 既存 1棟 (同上) 56,023
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

村役場 既存 1棟 (同上) 119,580
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

社会就労センター 既存 1棟 (同上) 19,983
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

下生坂体育館 既存 1棟 (同上) 2,791
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

山清路の郷資料館 既存 1棟 (同上) 8,098
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

子育て支援センターなの
はな

既存 1棟 (同上) 16,858
PPAによる蓄電池のみ設置、地域エ
ネルギー会社からの電力購入につい
て合意済み。

生涯学習施設たんぽぽ 既存 1棟 (同上) 17,922
PPAによる蓄電池のみ設置、地域エ
ネルギー会社からの電力購入につい
て合意済み。

消防詰所 既存 3棟 (同上) 3,853
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

観光施設 既存 2棟 (同上) 12,706
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

地区集会所等 既存 19棟
他の公共施設の電
力消費量を基に推
計

42,190

PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、または蓄電池のみ設置地域エネ
ルギー会社からの電力購入について
合意済み。

公共(その他) 87,808

農業集落排水処理施設 農業集落排水処理施設3施設
村役場より過去1
年間の消費電力
データを取得

87,808
PPAによる太陽光発電＋蓄電池設
置、地域エネルギー会社からの電力
購入について合意済み。

合計 5,176,042
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【再エネ等の電力供給に関する状況（実施場所・施設数、調達方法、電力供給量）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調達方法(kWh/年) 再エネ等の

対象 施設名 施設数 電力供給元 電力供給量

自家消費等 相対契約 再エネメニュー 証書 (発電主体) (kWh/年)

民生・家庭(戸建住宅)

戸建住宅 721戸 1,779,578 0 1,225,284 0 PPA事業者 3,004,862

民生・家庭(その他)

民生・業務その他(オフィスビル)

平林建設 1棟 0 0 67,147 0 PPA事業者 67,147

藤澤商会 1棟 0 0 15,692 0 PPA事業者 15,692

PPA太陽光設置事業所 15棟 249,709 0 0 0 PPA事業者 249,709

PPA太陽光不設置事業所 2棟 0 0 24,988 0 PPA事業者 24,988

民生・業務その他(商業施設)

ガレージイクサカ 1棟 12,494 0 0 0 PPA事業者 12,494

PPA太陽光設置事業所 7棟 155,267 0 0 0 PPA事業者 155,267

民生・業務その他(宿泊施設)

ゲストハウスあおば 1棟 12,494 0 0 0 PPA事業者 12,494

民生・業務その他(その他)

デイサービスかしわ荘 2棟 13,876 0 109,431 0 PPA事業者 123,307

デイサービスはるかぜ 1棟 13,432 0 0 0 PPA事業者 13,432

高齢者生活支援センタ 2棟 27,327 0 0 0 PPA事業者 27,327

農産物加工施設 2棟 41,343 0 0 0 PPA事業者 41,343

農業公園 1棟 14,073 0 0 0 PPA事業者 14,073

公共(公共施設)

いくさかの郷 1棟 146,015 0 0 0 PPA事業者 146,015

生坂小学校 4棟 25,483 0 0 0 PPA事業者 25,483

生坂中学校 3棟 40,668 0 0 0 PPA事業者 40,668

学校給食共同調理場 1棟 46,622 0 0 0 PPA事業者 46,622

生坂保育園 2棟 30,293 0 0 0 PPA事業者 30,293

やまなみ荘 2棟 126,501 0 0 0 PPA事業者 126,501

健康管理センター 1棟 22,766 0 0 0 PPA事業者 22,766

村民会館 1棟 14,616 0 0 0 PPA事業者 14,616

生坂海洋センター 1棟 44,818 0 0 0 PPA事業者 44,818

村役場 1棟 95,664 0 0 0 PPA事業者 95,664

社会就労センター 1棟 14,987 0 0 0 PPA事業者 14,987

下生坂体育館 1棟 2,791 0 0 0 PPA事業者 2,791

山清路の郷資料館 1棟 5,668 0 0 0 PPA事業者 5,668

子育て支援センタなのはな 1棟 0 0 13,487 0 PPA事業者 13,487

生涯学習施設たんぽぽ 1棟 0 0 12,545 0 PPA事業者 12,545

消防詰所 3棟 3,853 0 0 0 PPA事業者 3,853

観光施設 2棟 12,706 0 0 0 PPA事業者 12,706

地区集会所等 19棟 36,031 0 0 0 PPA事業者 36,031

公共(その他)

農業集落排水処理施設 3棟 62,441 0 7,805 0 PPA事業者 70,246

合計 3,051,516 0 1,476,379 0 4,527,895
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【省エネによる電力削減に関する状況（実施場所・施設数、取組内容、電力削減量）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
【再エネ等の電力供給量のうち脱炭素先行地域がある地方公共団体で発電して消費する再エネ電力

量の割合（地産地消割合）】 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【再エネ等の電力供給量のうち脱炭素先行地域がある地方公共団体で発電して消費する再エネ電力量の割合（地産地消割合）】

脱炭素先行地域がある地方公共団体内
に設置された再エネ発電設備で発電し
て先行地域内の電力需要家が消費する
再エネ電力量（※２）（B）-（A）

2.4(1) 【「実質ゼロ」の計算結果】
式の【再エネ等の電力供給量】（B）

＝ 4,534,054 kWh/年 ÷ 4,534,054 kWh/年 ×100

(※２) 

再エネ等の電力供給量のうち脱炭素先行地
域がある地方公共団体で発電して消費する
再エネ電力量の割合（※１）

100%

(※１) 上限100%

脱炭素先行地域がある地方公共団体内
に設置された再エネ発電設備で発電し
た再エネ電力であって、自家消費、相
対契約、トラッキング付き証書・FIT
特定卸等により再エネ電源が特定され
ているもののうち、先行地域内の電力
需要家が消費するもの

省エネによる

対象 施設名 施設数 取組内容 電力削減量

(kWh/年)

民生・家庭(戸建住宅)

戸建住宅 272戸 断熱改修、LED導入補助 383,479

民生・家庭(その他)

民生・業務その他(オフィスビル)

平林建設 1社 省エネ機器・LED導入補助 11,849

藤澤商会 1社 省エネ機器・LED導入補助 2,769

その他 7社 省エネ機器・LED導入補助 26,427

民生・業務その他(商業施設)

民生・業務その他(宿泊施設)

民生・業務その他(その他)

デイサービスかしわ荘 2棟 省エネ機器・LED導入補助 21,760

高齢者生活支援センター 2棟 省エネ機器・LED導入 9,109

農産物加工・保冷施設 2棟 省エネ機器・LED導入補助 4,594

公共(公共施設)

生坂小学校 2棟 省エネ機器・LED導入 8,494

生坂中学校 2棟 省エネ機器・LED導入 13,556

学校給食共同調理場 1棟 省エネ機器・LED導入 15,541

生坂保育園 2棟 省エネ機器・LED導入 10,098

やまなみ荘 2棟 省エネ機器・LED導入 54,215

健康管理センター 1棟 省エネ機器・LED導入 7,589

村民会館 1棟 LED導入 3,654

生坂海洋センター 1棟 LED導入 11,205

村役場 1棟 LED導入 23,916

社会就労センター 1棟 省エネ機器・LED導入 4,996

子育て支援センターなのはな 1棟 省エネ機器 3,372

生涯学習施設たんぽぽ 1棟 省エネ機器・LED導入 5,377

商工観光会館 1棟 省エネ機器・LED導入 2,341

生坂村総合運動場 1棟 LED導入 3,818

山清路の郷資料館 1棟 省エネ機器・LED導入 2,429

公共(その他)

農業集落排水処理施設 3施設 省エネ機器導入 17,562

合計 648,147
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(2) 事業費の額（各年度）、活用を想定している国の事業（交付金、補助金等） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

＜取組 No.１＞ 民家オンサイト PPA 

＜取組 No.２＞ 民間施設オンサイト PPA 

＜取組 No.３＞ 公共施設オンサイト PPA 

＜取組 No.４＞ オフサイト PPA 

村が、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用して PPA 事業を行う地域エネルギー会社へ補助

金を出し、地域エネルギー会社は不足資金を融資にて調達予定。JA 松本ハイランドとは 2023 年２

月に概略説明し、合意済み。 

 

＜取組 No.５＞ 民家省エネ等 

＜取組 No.６＞ 民間施設省エネ等 

＜取組 No.７＞ 古民家脱炭素リノベーション 

＜取組 No.18＞ 創造の森 ZEB 建設 

村が、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用して、家庭、民間事業者へ補助。家庭、民間事

業者の自己資金は、JA 松本ハイランドからの融資も可。JA 松本ハイランドとは 2023 年２月に概略

説明し、合意済み。 

 

＜取組 No.８＞ 公共施設省エネ 

＜取組 No.９＞ 生坂ダム小水力発電 

＜取組 No.10＞ 自営線マイクログリッド 

＜取組 No.17＞ 村営住宅 ZEH 化 

村が、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用するとともに、地方財政措置の過疎対策事業債

を活用する。 

 

民生部門

No
活用を想定している国の事業
（交付金、補助金等）の名称

所管府省庁 必要額の合計（千円）

1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 3,591,242
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2.5 民生部門電力以外の温室効果ガス排出削減等の取組 

(1)実施する取組内容・地域特性を踏まえた実施理由・取組効果 
 

【民生部門電力以外の温室効果ガス排出削減等の取組内容・地域特性を踏まえた実施理由】 

 

民生部門電力以外の温室効果ガス排出削減取組一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①運輸部門 

村営バス・公用車 EV 化、公用車 EV シェアリングによる CO2 排出量削減 

（実施内容・理由・合意形成状況） 

村内の温室効果ガス排出量のうち、2019 年現在、運輸部門が 50％の割合を占めている。また、

生坂村では地域おこし協力隊であるいくさか大好き隊へ村づくり活動で使用する車両を提供してい

ることもあり、村役場職員 41 名に対して公用車保有台数が 50 台と多い状況にある。よって、民生

部門の温室効果ガス排出量削減に向けた取組みだけでなく、運輸部門の温室効果ガス排出量削減に

向けた取組みも同時に進めることが、2050 年カーボンニュートラルに向けて重要である。 

そこで、まずは EV 化の前段階として EV充電器 30 台を村内各所へ随時設置し、公用車の EV 化を

図ると同時に、公務が無い土日祝日の EV有効活用と村民の EV への関心を高めるために、EV シェ

アリングを行う。 

村営バス、公用車 EV 化については関係部署と協議済みである。EV シェアリングについては、村

民フォーラムでも EV 試乗機会の提供、各区のオフサイト PPA 太陽光発電所からの充電と絡めた EV

車の配置などの要望もあり、村民意向を踏まえた取組みである。 

（取組効果） 

温室効果ガス排出量削減効果は以下のとおりである。 

・村営バス：13.6t-CO2/年 

年間走行距離 15,000km÷燃費 8.5km/L×軽油 CO2 排出係数 2.58kg-CO2/L×３台 

区分 対象 事業内容 数量 合意形成状況
温室効果ガス
排出削減量
(t-CO2/年)

(小計)
温室効果ガス
排出削減量
(t-CO2/年)

①運輸部門（自動車・交通 /EV・FCV・EVスタンド等） 93.4

EV充電器 充電器設置 30ヵ所
道の駅への設置は協議済み。その
他箇所は、村民フォーラムにて説

明。
―

村営バス EV化 3台 関係部署とは協議済み。 13.6

公用車 EV化、EVシェアリング 27台 関係部署とは協議済み。 33.4

自動車 EV購入補助 50台 村民フォーラムにて説明済み。 46.4

②産業部門（工業、農林水産業等） 130.8

ブドウ農家（熱）
木質ペレットボイラー導入補
助

4ヵ所 村民フォーラムにて説明済み。 56.7

ブドウ圃場（電気） ソーラーシェアリング 1ヵ所
村内最大のブドウ農家へ説明し、

設置に対して関心表明あり。
74.1

③熱利用・供給 186.0

やまなみ荘温浴施設 木質ペレットボイラー導入 1棟 合意済み 186.0

④非エネルギー起源（廃棄物・下水処理） 0.0

⑤CO2 貯留（森林吸収源等） 194.0

村内山林 健全な森林整備 73.2ha

村有林については合意済み。私有
林については村民フォーラムにて
説明済み。林野庁・長野県とは協

議中。

194.0

⑥機器の高効率化（④以外） 0.0

⑦その他 494.0

普及啓発 松本山雅と連携した事業PR 1棟 合意済み 494.0

合計 1,098.2
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・公用車：33.4t-CO2/年 

年間走行距離 12,000km÷燃費 12.5km/L×ガソリン CO2 排出係数 2.32kg-CO2/L×27 台 

・自動車：46.4t-CO2/年 

年間走行距離 5,000km÷燃費 12.5km/L×ガソリン CO2 排出係数 2.32kg-CO2/L×50 台 

 

②産業部門 

ブドウ農家への木質ペレットボイラー導入補助および新規ブドウ圃場でのソーラーシェアリング 

（実施内容・理由・合意形成状況） 

村の基幹産業であるブドウ栽培は、生坂村第６次総合計画で掲げられている新しい形態の農業の

推進と移住者の就業機会提供を実現する重要な産業形態であり、今後も栽培面積を増加させていく

方針である。そのような中、近年、他地域との出荷時期差別化を目的とした施設園芸に取組む農家

が増加しているが、その施設内加温に使用している軽油ボイラーから木質ペレットボイラーへの熱

エネルギー転換、また、年々被害が増す有害鳥獣対策としての電柵の増強によりブドウ栽培におけ

る電力使用量が増加しているが、その電柵や除霜扇の使用電力脱炭素化は、2050 年カーボンニュ

ートラルを目指すにあたり重要な取組みである。 

化石燃料ではなく再生可能エネルギー100％でのブドウ栽培による差別化ならびに高付加価値

化、電柵の電気代負担増、栽培ブドウの全滅にもつながりかねない雹被害への対策としてのソーラ

ーシェアリングへ関心を持つ農家も存在し、村内最大のブドウ栽培農家から取り組みたいとの意向

を聞いている。 

（取組効果） 

温室効果ガス削減効果は以下のとおりである。 

・木質ペレットボイラー導入：56.7t-CO2/年 

軽油使用量約 5,500L/年×軽油 CO2 排出係数 2.58kg-CO2/L×４農家 

・ソーラーシェアリング：74.1t-CO2/年 

太陽光発電出力 150kW×8,760 時間/年×設備利用率 12％×商用電力 CO2 排出係数 0.47kg-

CO2/kWh 

 

③熱利用・供給 

やまなみ荘温浴施設への木質ペレットボイラー導入 

（実施内容・理由・合意形成状況） 

民泊施設を除くと村内唯一の宿泊施設であるやまなみ荘は、村外からの観光客宿泊の貴重な施設

であるとともに、村内で唯一会合等を行うことができ、村民の憩いの場でもあることから、今後も

観光振興、村民の保養、地域コミュニティ形成等の面で必要不可欠な施設と位置付けられている。

そのような中、近隣市町村の日帰り入浴施設との差別化を図るためにも、また、村内山林伐採の出

口戦略としての木材利用量の確保を図るためにも、そして村民の木質ペレットへの理解度を深める

ためにも、木質ペレットボイラーの導入は非常に有効である。 

村営であることから、断熱改修、省エネ機器・LED 導入と合せて脱炭素化を図っていくことは、

関係者間で合意済みである。 

（取組効果） 

温室効果ガス削減効果は以下のとおりである。 

・木質ペレットボイラー導入：186.0kg-CO2/年 

LPG 使用量約 62,000kg/年×LPGCO2 排出係数 3.00kg-CO2/kg 
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⑤CO2 貯留（森林吸収源等） 

村内山林の健全な森林整備 

（実施内容・理由・合意形成状況） 

村内では現在森林施業を行う林業者は存在せず、一部の村有林、私有林の間伐、松くい虫対策

を、近隣市町村の森林組合や林業者に依頼している。また、村内最後の製材所も平成 27 年に廃業

し、現在村内木材のサプライチェーンは川上から川下まで無い状況にあり、山林管理の面から村で

は最も大きな課題である。そこで、村内の林業再生に向けて、地域エネルギー会社による木質ペレ

ット製造設備導入、村から村民への木質ペレットストーブ導入補助を行うことで、家庭部門や民生

部門の熱エネルギー源 CO2 排出量削減を図るとともに、木材流通の川下を確保する。同時に、農林

水産省「森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち林業・木材産業成長産業化促進対策」

を活用し、隣接市町村にある森林施業業者、長野県と協力した上で、川上側の間伐、主伐、再造林

から川下の木質ペレット製造等までの木材サプライチェーンマネジメントを確立し、村内山林の持

続可能で健全な森林整備を行う。 

隣接森林施業業者との協力体制構築については合意が取れており、長野県信州の木活用課とも協

議を進めているところである。また、最初に取組む森林としての村有林、上生坂区の私有林所有者

とは合意が取れており、現段階で 15 年程度の事業実施候補山林は確保できている。 

（取組効果） 

温室効果ガス削減効果は以下のとおりである。 

・健全な森林整備：194.0t-CO2/年 

森林経営活動に伴う面積 73.2ha/年×森林経営活動を実施時の吸収係数 2.65t-CO2/ha・年 

 

⑦その他 

松本山雅と連携した事業 PR 

（実施内容・理由・合意形成状況） 

J リーグ松本山雅とホームタウン協定を締結していることから、村ではこれまで、サッカーを通

じて脱炭素への取組みを発信しており、村民の脱炭素への理解促進に貢献している。今後脱炭素へ

の取組みが加速化することに伴い、プロサッカーチームの発信力をさらに活用して、若年層から老

年層まで幅広い年代の人々に脱炭素の啓発を行い、行動変容に繋げる。 

松本山雅とは合意済みであり、所属サッカー選手の一部は既に PR活動を実施している。 

（取組効果） 

温室効果ガス削減効果は以下のとおりである。 

・効果促進：494.0t-CO2/年 

PR 効果 200 世帯/年×太陽光発電 5.0kW 導入時の吸収係数 0.47kg-CO2/ha・年 

 

【導入技術】 

導入する技術 項目 状況 

公用車 

EV シェアリング 

経済性の確保 

マイクログリッド内の需給調整を適切に計画し、余剰

電力を有効活用することで、充電する電気代を無償で

提供することが可能。 

導入規模と新たな需要

創出の可能性 

公用車 27台で実施。 

太陽光発電導入量が高い地域での余剰電力有効利用、

再エネ有効利用につながるとともに、まだまだ身近で

ない EV に触れる機会を多くすることで、家庭の EV 需

要を導くことができる。 
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地域への貢献 

役場を訪れる機会、住民との接点を作ることができ、

行政を身近に感じることで、村民生活や地域の課題解

決に向けた相談を気軽にできるようになる。 

 

導入する技術 項目 状況または想定 

J リーグチーム

との連携 

経済性の確保 

事業効果を PR するにあたり、村独自で考え、費用負担

を行うよりも、広報戦略に優れ、発信力も強いプロス

ポーツチームと連携することで、費用対効果の高い PR

が可能となる。 

導入規模と新たな需要

創出の可能性 

サッカー試合時のパンフレット配布、イベント開催の

他、生坂村の余剰電力を使った試合を開催し、全国の

プロスポーツクラブの脱炭素試合普及に向けたきっか

けとする。 

地域への貢献 

生坂村グランドで脱炭素試合を行うことで、村民の脱

炭素への意識を高めることはもちろん、子どもとプロ

スポーツ選手とのふれあいを通じて、地域愛の醸成に

貢献する。 

 
 
 
(2)事業費の額（各年度）、活用を想定している国の事業（交付金、補助金等） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生部門以外

年度
取組
No

事業内容
事業費

（千円）
活用を想定している国の事業
（交付金、補助金等）の名称

所管府省庁
必要額
（千円）

令和5年度 15 公共施設ペレットボイラー導入に向けた設計 4,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 3,000

令和6年度 11 EV充電器設置 20,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 15,000

令和6年度 12 EVバス導入 12,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 8,040

令和6年度 12 公用車EVシェアリング 12,500 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 5,000

令和6年度 14 民家ペレットストーブ導入補助 15,500 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 11,625

令和6年度 16 公共施設ペレットストーブ導入 30,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 22,500

令和6年度 16 公共施設ペレットボイラー導入に向けた設計 75,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 56,250

令和7年度 11 EV充電器設置 15,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 11,250

令和7年度 12 公用車EVシェアリング 12,500 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 5,000

令和7年度 14 民家ペレットストーブ導入補助 25,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 18,750

令和7年度 16 公共施設ペレットストーブ導入 15,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 11,250

令和7年度 17 木質ペレット設備設計 20,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 15,000

令和8年度 11 EV充電器設置 15,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 11,250

令和8年度 12 公用車EVシェアリング 12,500 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 5,000

令和8年度 14 民家ペレットストーブ導入補助 25,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 18,750

令和8年度 15 民間施設ペレットストーブ導入補助 5,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 3,750

令和8年度 16 公共施設ペレットストーブ導入 15,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 11,250

令和8年度 17 木質ペレット設備設置 115,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 86,250

令和9年度 11 EV充電器・充放電器設置 25,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 18,750

令和9年度 12 EVバス導入 12,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 8,040

令和8年度 12 公用車EVシェアリング 12,500 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 5,000

令和8年度 14 民家ペレットストーブ導入補助 50,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 37,500

令和9年度 15 民間施設ペレットストーブ導入補助 10,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 7,500

令和9年度 16 公共施設ペレットストーブ導入 15,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 11,250

令和10年度 11 EV充電器・充放電器設置 15,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 11,250

令和10年度 12 EVバス導入 12,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 8,040

令和10年度 12 公用車EVシェアリング 12,500 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 5,000

令和10年度 14 民家ペレットストーブ導入補助 75,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 56,250

令和10年度 15 民間施設ペレットストーブ導入補助 12,000 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 9,000

令和10年度 16 公共施設ペレットストーブ導入 19,500 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 14,625

合計 714,500 511,120
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＜取組 No.11＞ EV 充放電設備 

EV 充電器、EV 充放電機を村内各所に設置 

＜取組 NO.12＞ 公用車・村営バス EV 化 

村営バス EV 化・公用車 EV シェアリング 

村が、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用するとともに、地方財政措置の過疎対策事業債

を活用する。 

 

＜取組 No.13＞ 民家バイオマス熱利用 

民家への木質ペレットストーブ導入補助 

＜取組 No.14＞ 民間施設バイオマス熱利用 

民間施設への木質ペレットストーブ導入補助 

村が、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用して、家庭、民間事業者へ補助。家庭、民間事

業者の自己負担分は、JA 松本ハイランドからの融資も可。JA 松本ハイランドとは 2023 年２月に概

略について協議済み。 

 

＜取組 No.15＞ 公共施設バイオマス熱利用 

公共施設への木質ペレットストーブ・木質ペレットボイラー導入 

＜取組 No.16＞ 森林整備 

木質ペレット製造設備導入 

村が、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用するとともに、地方財政措置の過疎対策事業債

を活用する。また、森林整備を一体的に進めるために、農林水産省「森林・林業・木材産業グリー

ン成長総合対策のうち林業・木材産業成長産業化促進対策」も活用する。 

 

 

民生部門以外

No
活用を想定している国の事業
（交付金、補助金等）の名称

所管府省庁 必要額の合計（千円）

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 環境省 591,320 1 

森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち林
業・木材産業成長産業化促進対策 

農林水産省 40,000 2 
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2.6 脱炭素の取組に伴う地域課題の解決、住民の暮らしの質の向上、地域経済循環への貢

献等 

【地域固有の課題及び先行地域の取組による解決について（地域経済、防災、暮らしの質の向上

等、期待される効果）】 

 

地域課題【課題①】 

村内人工林率が 13％と低く、県内近隣地域と比較しても林業者が生産活動を積極的に実施

したい環境下に無く、村内に林業者が無いことも相まって山林管理が為されていない。ま

た、所有者不明の山林が森林面積の 6.5％、不在地主化した山林が 17.7％を占め、適切な森

林施業を実施する上で大きな障害となっている。未管理山林の増加は、有害鳥獣被害の増

加、土砂災害など、村民生活への影響が非常に大きい。 

先行地域の取組による地域課題解決について 

民家、民間施設および公共施設で熱エネルギーの木質バイオマス転換を図り、木材の受入

先を確保し、そこをきっかけに川中、川上の含む林業サプライチェーンを構築することで健

全な森林整備を行い、村民の安全安心な生活の実現、産業振興、雇用創出を実現する。 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標：村内における木質ペレット製造量 

現在：0t/年 最終年度：600t/年 

KPI 設定根拠 2050 年予想世帯数 544 世帯のうち約 70％、民間施設 27 施設、公共施

設 43 施設へペレットストーブを導入した場合に必要となるペレット量で

あるため。 

KPI 改善根拠・方

法 

ペレットストーブ導入が進まなかった場合に備え、やまなみ荘へペレ

ットボイラーを導入し、大量のペレット利用者を確保しておく。さら

に、高齢者施設など熱需要の多い施設への導入も視野に入れておく。 

 

地域課題【課題②】 

山間にあり、地形的に災害に弱いため、道路崩落による集落孤立、電柱倒壊・電線損傷に

よる停電のリスクが高く、災害時の村民生活の安全が確保されていない。また、気候変動に

よる農作物被害も増えており、災害時事業継続に課題を抱えている。 

先行地域の取組による地域課題解決について 

上生坂区と草尾区での自営線マイクログリッドにより、村役場、避難所等の災害対策機能

向上、農業生産・加工施設や建設会社の災害時事業継続が可能となる。また、当該技術を村

内他区へ展開することにより、村民生活の安全を確保する。また、グリッド内の計画的かつ

追従性の高い需給調整やデマンドレスポンスにより、高騰する電気代対策が可能となり、村

民生活の質の向上につながる。 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標：平常時マイクログリッド内電力需要再エネ利用 100％ 

現在：0％ 最終年度：100％ 

KPI 設定根拠 グリッド内電力需要に対してグリッド内の再エネ電源だけで電力供給

することが可能になると、災害等非常時も平常時と同様の電力供給が可

能となり、地域課題が解決されるため。 

KPI 改善根拠・方

法 

 

天候不順などによる太陽光発電の発電量低下、蓄電池残量低下時に備

え、村民がデマンドレスポンスへの反応を高める仕組みを構築する。ま

た、EV 化を進めてグリッド内の蓄電容量を増やす。他区のオフサイト

PPA発電所に併設する車載型蓄電池（EV）のV2Xが可能となるような設備

構成とする。 
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地域課題【課題③】 

2022 年 12 月末現在、2000 年１月末比人口減少が 32.7％、高齢化率 42.9％と、高齢化と若

者流出による過疎化が進んでおり、空き家、集落消滅が課題となっている。一方で、近年移

住者が増加し、空き家バンクを通じた居住先確保ニーズが高まっている。そのような中、安

全な空き家確保、古民家の維持、集落消滅と背合せのインフラ整備が課題となっている。 

先行地域の取組による地域課題解決について 

紋切り型の再エネ設備設置を行わず、小規模集落のレジリエンスも考慮した、地域特性に

合致し、村民の意向を反映した設備導入を行うことで、過度なインフラ整備を防止すること

ができる。また、過疎地の特徴である古民家を住み継がれる家として脱炭素も絡めてリノベ

ーションすることで、空き家対策、移住者ニーズへの対応が可能となる。 

ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

指標：古民家脱炭素リノベーション 5軒/年 

現在：２軒（2022 年度までの実績） 最終年度：27 軒 

KPI 設定根拠 現在、昭津区、大日向区、宇留賀区、古坂区で 1940 年以前に建てられた

100㎡以上の茅葺屋根住宅が109あるため、その1/4を利用可能と設定。 

KPI 改善根拠・方

法 

 

移住希望者が減少しないよう、村の魅力づくりが必要であり、脱炭素事

業に関係する地域エネルギー会社やペレット工場、林業などで、安定し

た雇用機会確保を目指す。新設ブドウ圃場計画とも連携し、空き家バン

ク利用者維持を図る。 

 

【地域経済循環に貢献する取組】 

オンサイト PPA による太陽光発電設備と蓄電池による電力自家消費、オフサイト PPA による太陽

光発電と蓄電池ならびに小水力発電による電力地産地消は、これまで化石燃料に依存していたこ

とで村外へ流出していたエネルギー代金を、村内に賦存する再生可能エネルギーを利用すること

で、村内に滞留させることが可能になり、地域エネルギー会社を通じて地域経済循環を実現する

ことができる。また、太陽光発電設備と蓄電池設置工事に限らず、省エネ機器・LED 設置工事を地

元工務店、電気設備業者が担うことで、イニシャルコストも村内に循環させることができる。 

健全な森林整備による森林施業、木材搬出、ペレット製造・販売、ペレット購入は、生産、流

通、加工それぞれのサプライチェーンを全て村内で構成し、対価が循環する仕組みとなってお

り、地域経済循環を実現している。また、これら PPA事業、電力小売事業、木質ペレット製造販売

は、全て地域エネルギー会社で実施することで、村民の雇用創出につながっている。 

古民家脱炭素リノベーションは、専門家や地元工務店と連携して技術を高めた上で、生坂村独

自の地域ビジネスを創出することが期待され、長野県内の他地域での仕事へと発展させること

で、地域経済循環だけでなく、域外からの資金獲得も可能になる。 
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2.7 他地域への展開 

＜自営線マイクログリッドとデマンドレスポンスによる山村でのマイクログリッド展開＞ 

マイクログリッドは再エネ導入促進、レジリエンス向上に非常に高い効果があるが、導入に向

けてはグリッド内の独自電源確保、採算性が大きな課題となる。また、山村では木質バイオマス

賦存量が多いにも拘らず、林業従事者の減少、高齢化という地域課題だけでなく、小規模な木質

バイオマスガス化発電に関して国内で良い事例が少ないという技術的な課題もあり、再生可能エ

ネルギーは太陽光に依存せざるを得ない状況にある。そうした厳しく限られた条件の中でマイク

ログリッドを行うためには、発電側の柔軟性よりも、需要側の柔軟性が必要となり、本村のよう

なデマンドレスポンスを組み込んだマイクログリッドは、コミュニティの結束力、隣人との緊密

性、思いやりを持つ小規模集落、小規模自治体ならではの仕組みである。電力網が脆弱で過疎が

進行する山間、漁村などで今後災害リスクに備えるためには、そして太陽光発電しか利用可能な

再生可能エネルギーが無い地域では、本村での自営線マイクログリッドとデマンドレスポンス

は、集落の維持にとって非常に有用な手段となり得ることから、生坂村の取組はモデル性が高い

と考えられる。 

全国には人口 5,000 人未満の町村が 276 自治体もあり全自治体数の 16％も占めることから、そ

の他平成大合併で合併された人口 5,000 人未満の旧町村が多数あったことから、人口が 400 人か

ら 500 人程の中心市街地的な集落は 500 地点以上存在すると考えられ、展開可能な地域も多い。 

 

＜古民家脱炭素リノベーションの展開＞ 

中山間地における空き家、集落消滅は、どの自治体でも課題である。そうした消滅しそうな集

落でも、また空き家の中でも、古民家については、多様なライフスタイルを持つ都市部からの移

住者には非常に魅力的であり、利用価値は高い状態が続いている。しかしながら、水回りなどの

設備はもちろん、断熱性能がほぼ無いことによるエネルギーロスと高い光熱費など、そのままの

状態で生活することは困難であり、生坂村でも地域おこし協力隊が地元工務店と協力しながら、

DIY リノベーションワークショップなどを介して、古民家再生に取組んできた。今後はさらに屋内

ゾーニング、内装・建具の断熱、省エネ機器導入、熱エネルギー再エネ化に注力するとともに、

レジリエンスを考慮した景観に配慮した材料を使用した太陽光発電導入も取り入れ、生坂村発の

古民家リノベーション技術を築くことで、空き家対策、移住者増加を目指す自治体へ展開するこ

とができる。 

長野、岐阜は茅葺屋根住宅が多く残存しているが、神戸市をはじめとする西日本にも多く残っ

ており、地域おこし協力隊と共に中山間地域の多様性を作る古民家脱炭素リノベーションは、地

道に展開が可能なモデル性のある取組みだと言える。 

 

＜プロスポーツチーム連携＞ 

生坂村では、脱炭素取組みの村民への理解促進、PPA 事業への参画意識向上、節電要請、村外へ

の事業 PRなどを、Jリーグ松本山雅と連携して進めて行く。村職員が限られている中、また職員

の広報活動量に限界がある中、広報戦略、ネットワークに長けたプロスポーツチームとの連携

は、村単独で実施するよりも格段に効果が高いと考えられる。また、近年は再エネ 100％音楽ライ

ブのようなイベントや、再エネ 100％スキー場などもあり、生坂村でも余剰電力を活用した再エネ

100％サッカー試合の開催や、オフグリッド施設の運営などを通して、脱炭素の取組みを村の内外

に PR していくとともに、村民の村への愛着を醸成していく。 

地域と密着した形でスポーツ振興を図るプロスポーツチームは多く、サッカーは 55クラブ、バ

スケットは 51 クラブなど、全国にそれぞれ特色をもったチームがあり、試合の交流を通じて、そ

れぞれの地域を PR することができる。生坂村での取組み事例は、そうしたプロスポーツチームの

ホームタウンとなっている自治体での参考になり得るとともに、サッカーチームを媒体としたア

ナウンス効果は非常に大きいと言える。 
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３．実施スケジュール等 

3.1 各年度の取組概要とスケジュール 

【各年度の取組概要とスケジュール】 

 

＜民生部門の電力消費に伴う CO2 排出実質ゼロ＞ 

（取組全体） 

住宅の断熱・省エネ・LED・太陽光発電設備・蓄電池・太陽熱利用設備導入、民間施設の省エ

ネ・LED・太陽光発電設備・蓄電池・太陽熱利用設備導入・公共施設の省エネ・LED・太陽光発電

設備・蓄電池導入を進め、電力消費量を削減しながら、使用する電力はオンサイトの太陽光発

電、不足する電力はオフサイトの太陽光発電所または小水力発電所から供給を受けることで、再

生可能エネルギー100％で電力を賄い、CO2 排出量ゼロを実現する。 

 

（戸建住宅） 

取組 No.１：令和５年度に設計、機器調達方法検討を行い、令和６年度より令和 10年度まで、

PPA 事業者により、家屋、倉庫、車庫等へ太陽光発電設備・蓄電池を導入する。 

取組 No.５：令和７年度より令和 10 年度まで、民家の断熱改修、省エネ機器・LED・太陽熱利

用設備導入に対して、設置費用を補助し、導入を促進する。 

（古民家） 

取組 No.７：戸建住宅のうち茅葺住宅、養蚕農家住宅などの古民家は、その特色を活かして断

熱改修、省エネ、再エネ導入を行う脱炭素リノベーションを行う。令和６年度よ

り令和 10年度まで５軒ずつ実施し、古民家での CO2 排出量ゼロモデルを作り、地

域ビジネス創出に繋げる。 

（民間施設） 

取組 No.２：令和５年度に設計、機器調達方法検討を行い、令和６年度より令和 10年度まで、

PPA 事業者により、民間施設へ太陽光発電設備・蓄電池を導入する。 

取組 No.６：令和９年度・10 年度の２年間で、民間施設の省エネ機器・LED・太陽熱利用設備導

入に対して、設置費用を補助し、導入を促進する。 

（公共施設） 

取組 No.３：令和５年度に設計、機器調達方法検討を行い、令和６年度より令和 10年度まで、

PPA 事業者により、民間施設へ太陽光発電設備・蓄電池を導入する。 

取組 No.８：令和６年度に省エネ改修を実施する村役場を含む 17施設の機器導入設計を行い、

令和７年度から令和 10年度まで、公共施設の省エネ機器・LED を導入する。 

（オフサイト PPA） 

取組 No.４：令和５年度に設計、機器調達方法検討を行い、令和６年度に農振除外、農地転用

等の許認可を取得し、令和７年度・８年度の２年間で、PPA 事業者により、遊休

地、遊休農地へ太陽光発電設備を導入する。並行して、令和８年度から 10 年度ま

で、定置型蓄電池、車載型蓄電池を設置する。 

（生坂ダム小水力発電） 

取組 No.９：令和５年度・６年度に設計、許認可取得を行い、令和７年度から東京電力リニュ

ーアブルパワー㈱の生坂発電所改修工事に合わせて、一部土木工事を実施。令和

９年度・１０年度に発電所建設工事を行う。 

（自営線マイクログリッド） 

取組 No.10：令和５年度・６年度に設計、系統解析シミュレーション、中部電力パワーグリッ

ド㈱との系統連系協議を行い、令和７年度に自営線工事、令和８年度に蓄電池・

EMS・受変電設備設置工事を行い、オンサイト PPA 太陽光発電設備、オフサイト

PPA 太陽光発電所、生坂ダム小水力発電所の稼働と絡め、令和９年度からマイク
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ログリッドを運用開始する。 

（村営住宅 ZEH 化） 

取組 No.17：令和６年度・７年度に４戸集合住宅を１棟ずつ、令和８年度から 10 年度に戸建住

宅を２棟ずつ建設予定で、それぞれ ZEH-M、ZEH＋基準を満たした建物とする。 

（創造の森） 

取組 No.18：令和５年度に設計、令和６年度に ZEB 基準を満たした施設建設。 

（効果促進） 

取組 No.19：令和５年度から令和 10 年度まで、村民の脱炭素への意識を高め、脱炭素事業を円

滑に進めるための啓発活動を行う。また、令和７年度以降は、生坂村での脱炭素

事業を他自治体に広めるための広報活動を行う。 

 

＜民生部門電力以外の温室効果ガス排出削減＞ 

（取組全体） 

民生部門の CO2 排出量だけでなく、村内温室効果ガス排出量の 50％を占める運輸部門の 2050 年

脱炭素達成を目指すための基礎を作る。また、民生部門の電力使用量削減に寄与する熱エネルギ

ーの再エネ化を行い、脱炭素化と地域課題解決を図る。 

 

（公用車等の EV化） 

取組 No.11：村内 EV 普及促進の準備段階として、令和５年度に充電器・充放電器設置場所、EV

シェアリング等の設計を行い、令和６年度・９年度の２年間で充電器 30台を設

置、オフサイト PPA 太陽光発電所稼働に合わせて令和７年度から令和 10年度の４

年間で充放電器 40 台を設置する。 

取組 No.12：村営バスの更新時期である令和６年度、９年度、10年度に合わせ、それぞれ１台

ずつ EV バスを導入する。また、公用車の老朽化に合わせ、令和６年度から令和

10 年度まで毎年５台または７台を EV 化し、その全数を村民が利用可能な EV シェ

アリングとして運用する。 

（ペレットボイラー導入支援） 

取組 No.13：令和６年度より令和 10 年度まで、民家のペレットストーブ導入に対して、設置費

用を補助し、導入を促進する。 

取組 No.14：令和８年度より令和 10 年度まで、民間施設のペレットストーブ導入に対して、設

置費用を補助し、導入を促進する。 

取組 No.15：令和６年度より令和 10 年度まで、公共施設のペレットストーブ導入、ペレットボ

イラー導入を促進する。 

（森林整備） 

取組 No.16：令和５年度から令和７年度まで林野庁の補助金を活用しながら森林活用計画を作

成し、令和７年度にペレット製造設備の設計、令和８年度に設備導入を行う。 
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【スケジュール】 
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取組No.13 ≪民家バイオマス熱利用≫ペレットストーブ導入支援

【目標】2028年度 381軒（2050年予測世帯数の70%）

50軒 100軒50軒31軒

取組No.16 ≪森林整備≫ペレット製造設備

取組NO.12 村営バスEV化・公用車EVシェアリング

【目標】2028年度 村営バス3台 公用車27台

7台5台 5台

設計 建屋工事

設備設置

林野庁支援事業

取組No.11 EV充放電設備 【目標】2028年度 充電器30台 充放電器40台

設計

5台 5台

取組No.19 ≪効果促進≫

普及啓発

充電器10台充電器20台

充放電器10台 充放電器10台充放電器10台充放電器10台

1台1台1台

150軒

取組No.15 ≪公共施設バイオマス熱利用≫ペレットストーブ・ボイラー導入

【目標】2028年度 43施設（公共施設の100%）

5施設 10施設5施設10施設 13施設

取組No.14 ≪民間施設バイオマス熱利用≫ペレットストーブ導入支援

【目標】2028年度 27施設（2023年事業所数の50%）

5施設 10施設 12施設

設計

取組No.17 村営住宅ZEH化

【目標】2028年度 集合住宅2棟 戸建住宅6軒

戸建住宅2軒戸建住宅2軒集合住宅1棟集合住宅1棟 戸建住宅2軒

取組No.18 創造の森ZEB

建設工事設計
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3.2 直近 5 年間で実施する具体的取組等 

【直近 5年で実施する取組】 

年度 取組概要 

令和５年度 取組 No.１：民家オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設計 

取組 No.２：民間施設オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設計 

取組 No.３：公共施設オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設計 

取組 No.４：遊休地等オフサイト PPA 太陽光発電所設計・蓄電池設計 

取組 No.９：生坂ダム小水力発電設計 

取組 No.10：自営線マイクログリッド設計・系統連系協議 

取組 No.11：EV 充放電設備設計 

取組 No.15：公共施設ペレットボイラー設計（1施設） 

取組 No.16：森林整備に向けた計画作成 

取組 No.18：創造の森 ZEB 設計 

取組 No.19：普及啓発 

令和６年度 取組 No.１：民家オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（67 軒） 

取組 No.２：民間施設オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（４施設） 

取組 No.３：公共施設オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（12施設） 

取組 No.４：遊休地等オフサイト PPA 太陽光発電所許認可取得 

取組 No.７：古民家脱炭素リノベーション（５軒） 

取組 No.８：公共施設省エネ機器・LED 導入に向けた設計（18 施設） 

取組 No.９：生坂ダム小水力発電設計・許認可取得、土木工事 

取組 No.10：自営線マイクログリッド設計・系統連系協議 

取組 No.11：EV 充電器設置（20 台） 

取組 No.12：村営バス EV 化（１台）、公用車 EVシェアリング（５台） 

取組 No.13：民家ペレットストーブ導入補助（31 軒） 

取組 No.15：公共施設ペレットストーブ・ボイラー導入（10 施設） 

取組 No.16：森林整備に向けた計画作成 

取組 No.17：村営集合住宅 ZEH-M（４戸１棟） 

取組 No.18：創造の森 ZEB 建設 

取組 No.19：普及啓発 

令和７年度 取組 No.１：民家オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（80 軒） 

取組 No.２：民間施設オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（５施設） 

取組 No.３：公共施設オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（７施設） 

取組 No.４：遊休地等オフサイト PPA 太陽光発電所建設（500kW）・蓄電池設置 

取組 No.５：民家断熱改修,省エネ機器・LED・太陽熱利用設備導入補助(70 軒) 

取組 No.７：古民家脱炭素リノベーション（５軒） 

取組 No.８：公共施設省エネ機器・LED 導入（３施設） 

取組 No.９：生坂ダム小水力発電土木工事 

取組 No.10：自営線マイクログリッド自営線工事 

取組 No.11：EV 充放電器設置（10台） 

取組 No.12：公用車 EVシェアリング（５台） 

取組 No.13：民家ペレットストーブ導入補助（50 軒） 

取組 No.15：公共施設ペレットストーブ導入（５施設） 

取組 No.16：森林整備に向けた計画作成、ペレット製造設備設計 

取組 No.17：村営集合住宅 ZEH-M（４戸１棟） 

取組 No.19：普及啓発 
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令和８年度 取組 No.１：民家オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（100 軒） 

取組 No.２：民間施設オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（８施設） 

取組 No.３：公共施設オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（５施設） 

取組 No.４：遊休地等オフサイト PPA 太陽光発電所建設（500kW）・蓄電池設置 

取組 No.５：民家断熱改修,省エネ機器・LED・太陽熱利用設備導入補助(70 軒) 

取組 No.７：古民家脱炭素リノベーション（５軒） 

取組 No.８：公共施設省エネ機器・LED 導入（５施設） 

取組 No.９：生坂ダム小水力発電土木工事、電気工事 

取組 No.10：自営線マイクログリッド蓄電池・EMS/DSM 設置 

取組 No.11：EV 充放電器設置（10台） 

取組 No.12：公用車 EVシェアリング（５台） 

取組 No.13：民家ペレットストーブ導入補助（50 軒） 

取組 No.14：民間施設ペレットストーブ導入補助（５施設） 

取組 No.15：公共施設ペレットストーブ導入（５施設） 

取組 No.16：森林整備に向けたペレット製造設備設置 

取組 No.17：村営戸建住宅 ZEH 化（２戸） 

取組 No.19：普及啓発 

令和９年度 取組 No.１：民家オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（100 軒） 

取組 No.２：民間施設オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（４施設） 

取組 No.３：公共施設オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（８施設） 

取組 No.５：民家断熱改修,省エネ機器・LED・太陽熱利用設備導入補助(70 軒) 

取組 No.６：民間施設省エネ機器・LED・太陽熱利用設備導入補助（５施設） 

取組 No.７：古民家脱炭素リノベーション（５軒） 

取組 No.８：公共施設省エネ機器・LED 導入（５施設） 

取組 No.９：生坂ダム小水力発電土木工事、電気工事 

取組 No.11：EV 充電器（10 台）・EV 充放電器設置（10 台） 

取組 No.12：村営バス EV 化（１台）、公用車 EVシェアリング（５台） 

取組 No.13：民家ペレットストーブ導入補助（100 軒） 

取組 No.14：民間施設ペレットストーブ導入補助（10 施設） 

取組 No.15：公共施設ペレットストーブ導入（10 施設） 

取組 No.17：村営戸建住宅 ZEH 化（２戸） 

取組 No.19：普及啓発 

令和 10 年度 取組 No.１：民家オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（80 軒） 

取組 No.２：民間施設オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（３施設） 

取組 No.３：公共施設オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置（11施設） 

取組 No.５：民家断熱改修,省エネ機器・LED・太陽熱利用設備導入補助(62 軒) 

取組 No.６：民間施設省エネ機器・LED・太陽熱利用設備導入補助（６施設） 

取組 No.７：古民家脱炭素リノベーション（５軒） 

取組 No.８：公共施設省エネ機器・LED 導入（５施設） 

取組 No.９：生坂ダム小水力発電電気工事 

取組 No.11：EV 充放電器設置（10台） 

取組 No.12：村営バス EV 化（１台）、公用車 EVシェアリング（７台） 

取組 No.13：民家ペレットストーブ導入補助（150 軒） 

取組 No.14：民間施設ペレットストーブ導入補助（12 施設） 

取組 No.15：公共施設ペレットストーブ導入（13 施設） 

取組 No.17：村営戸建住宅 ZEH 化（２戸） 

取組 No.19：普及啓発 
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【６年目以降事業最終年度の取組・方針】 

取組により民生部門の CO2 排出量はゼロを達成する見込みだが、民家や民間施設への太陽光発

電導入が計画とおりに進まなかった場合に備え、野立て太陽光発電が導入可能な遊休農地を確保

しておく。 

また、適切な森林整備に向けた木質ペレット製造設備 100％稼働に見合う村内ペレット需要が達

成できない場合に備え、比較的規模の大きな公共施設でのペレットボイラー導入も視野に入れ、

確実な計画達成を狙う。 

 

【計画期間後も脱炭素効果を継続するための方針等】 

（民生部門） 

原則として、新規に住宅が建つ場合については ZEH を、民間施設、公共施設が建つ場合には ZEB

を目指すよう、啓発活動を通じて指導、誘導していく。また、引続き国、長野県の補助金情報を

確認しながら、積極的に断熱改修、LED 等省エネ機器・ペレットストーブ導入を図るよう、啓発活

動を通じて指導、誘導していく。 

また、上生坂・草尾で構築する自営線マイクログリッドの技術をベースにして、その他の区で

もオンサイト PPA 太陽光発電、蓄電池、オフサイト PPA を上手く活用し、必要に応じて配電線も

活用しながら、各区の特徴に合わせたマイクログリッド構築を目指す。 

さらに、GX 化の流れの中で、各家庭、建物を IoT 機器でつなげて電力・エネルギー消費削減を

図るような実証事業、取組みを積極的に進めて行く。 

 

（運輸部門） 

引続き、EV 化による脱炭素を推進するため、村内の充電器・充放電器の適切な配置による導入

を進め、村民の EV への買替を促進する。また、基幹産業である農業の脱炭素化を目指すために

も、農業機械の化石燃料エネルギーから再生可能エネルギーへの転換を図ることを目的に、農業

機械メーカー等と連携して新たな取組みを行うとともに、電動化に対応するための太陽光発電所

の建設場所確保を進める。 
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４．関係者との連携体制と合意形成状況等 

4.1 関係者との連携体制と合意形成状況 

 

【各主体の役割】 

○ 生坂村 

 脱炭素先行地域事業の総合的な推進 

 電力需要家である家庭、民間事業所への事業内容説明、合意形成、啓発活動 

 地域エネルギー会社の設立準備、出資、出資者調整、会社運営支援 

 小水力発電、マイクログリッド、EV 充電器・充放電器設置など直接事業の実施 

 民家や民間施設への省エネ機器・LED・太陽熱利用設備導入など間接事業の実施 

 公共施設への省エネ機器導入、村営住宅 ZEH 化の実施 

○ 需要家（住宅 721 戸、民間施設 24 施設、公共施設 43施設） 

 オンサイト PPA 太陽光発電設備・蓄電池設置への協力 

 電力小売会社との既存契約から地域エネルギー会社への契約変更手続き 

 毎月の電力使用量計測への協力 

 デマンドレスポンス（ダイナミックプライシング）実施時の節電協力 

 EV への買替え 

○ 地域エネルギー会社（生坂村主導で新規設立） 

 民家、民間施設、公共施設でのオンサイト PPA 事業による太陽光発電設備・蓄電池設置 

 遊休農地等でのオフサイト PPA 事業による太陽光発電設備・蓄電池設置 

 オフサイト PPA からの電力供給、マイクログリッド内電力供給を含む地域内電力需給調整 

 PPA 事業参加者からの設備利用料金徴収 

 ペレットストーブ、LED など省エネ機器の価格低減を目的とした一括購入 

 需要家が国、県補助金を活用する際の申請支援 

 ペレット工場運営、ペレット運搬の受託 

 利益剰余金を活用した一層の地域脱炭素化に向けた事業 

○ 金融機関（松本ハイランド農業協同組合） 

 生坂村直接事業における過疎債引受け 

 地域エネルギー会社の PPA 事業に対する融資 

 需要家が省エネ機器等を導入する際の資金相談、融資 

○ 事業効果促進担当（株式会社松本山雅） 

 いくさか『創造の森』ZEB の企画、運営 

 生坂村と協働してサッカーを通じた家庭、民間事業所へのゼロカーボンに向けた啓発活動 

 生坂村と協働してサッカーを通じた村外への脱炭素先行地域事業広報活動 

○ 一般送配電事業者（中部電力パワーグッド株式会社） 

 オフサイト PPA 太陽光発電所、マイクログリッドに係る系統連系協議 

○ 水力発電事業者（東京電力リニューアブルパワー株式会社） 

 小水力発電所建設に係る仕様検討、設備設置場所調整 

 水利権の調整 

○ 森林施業会社（企業組合山仕事創造舎） 

 村内の森林施業、村民雇用受入 

 林業サプライチェーンマネジメントの構築支援 

○ エネルギーコンサルティング会社（プロポーザルにより決定） 

 オンサイト PPA、オフサイトによる太陽光発電設備・蓄電池の設計、各種許認可取得 

 小水力発電、マイクログリッド等の仕様設計、各種許認可取得 

 電力小売事業、特定送配電事業等の事業構築支援 

 地域エネルギー会社設立・運営支援 
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【関係者との連携体制】 

（民生部門電力における取組） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（民生部門電力以外における取組） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

地域エネルギー会社生坂村

農水省

林業・木材産業成長産業化
促進対策補助金

JA松本ハイランド
過疎債

発行・引受

地元工務店

ペレット工場建設

原木供給

ペレット販売

ペレットストーブ
導入補助金

やまなみ荘

メーカー

ペレット製造設備

住宅
民間・公共施設

間伐・主伐・再造林の一括施業支援
路網整備・機能強化

事業管理委託

山仕事創造舎

移動式車載型蓄電池
オフサイトPPA太陽光発電所

公用車EVシェアリング

需要家

所有
EV貸出し

EVシェアリング
事業者

中部電力
パワーグリッド

地元工務店

発電計画管理委託 地域
エネルギ会社

JA松本ハイランド

生坂村

工事請負契約

余剰電力供給

発電量調整
供給契約

マイクログリッド
蓄電池
EMS/DER/DSM

オンサイトPPA契約需要家

民間施設24施設
公共施設43施設

設備利用料金

不足電力供給

余剰電力供給

オフサイトPPA
電力供給

小水力発電

遊休地・遊休農地
20ヵ所

日本卸電力取引所

不足電力・
非化石価値調達

PPA事業
資金融資

過疎債
発行・引受 民家の住宅・倉庫等

427建物

オンサイトPPA契約需要家

省エネ設備
購入資金融資

機器メーカー

機器一括
購入契約

東京電力
リニューアブルパワー

技術協力

エネルギー
コンサルティング会社

各種仕様設計
事業構築支援

省エネ機器等購入補助
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PPA 事業者、地域新電力、再エネ発電事業者、金融機関、送配電事業者系等との合意状況 

主体 調整・協議内容 調整状況（合意形成状況・設立準備状況） 

PPA 事業者 

村が主体となり共同申請者

等と今後設立することを協

議済み 

□選定済 □選定中  

■今後選定開始（2023 年５月予定） 

再エネ発電事業者 
対象事業者なし □合意済 □協議中  

□今後協議開始 

地域新電力 

（既存の場合） 

 

□合意済 □協議中  

□今後協議開始（○年○月予定） 

（新設の場合） 

PPA 事業者と同一を予定 

□設立済 □関係者と調整中  

■体制検討中（2023 年５月事業会社設立予定） 

金融機関 
PPA 事業者への融資につい

て村と基本内容協議済み 

■合意済 □協議中  

□今後協議開始（○年○月予定） 

送配電事業者 

PPA 太陽光発電系統空き容

量、マイクログリッドにつ

いて事前相談済。設備設計

後に詳細な系統連系協議。 

□合意済 ■協議中  

□今後協議開始（○年○月予定） 

その他企業等 

（地元企業等） 

森林整備について地元森林

施業者と協議済み 

■合意済 □協議中  

□今後協議開始（○年○月予定） 

 

○ PPA 事業者 兼 地域新電力（新規設立） 

エネルギーコンサルティング会社に支援してもらい、2023 年 5 月に新規に設立。株主構成

は、生坂村 60％、平林建設㈱30％、㈱松本山雅 10％の予定。 

○ 金融機関（松本ハイランド農業協同組合） 

2022 年 11 月に事業概要について説明、2023 年２月に詳細を説明し、生坂村の過疎債引受、

新規設立する地域エネルギー会社への融資等について基本合意済みである。 

○ 事業効果促進担当（株式会社松本山雅） 

地域エネルギー会社への出資、Jリーグ選手を媒体としたゼロカーボン推進事業について

2022 年 10 月より協議し、合意済みである。 

○ 一般送配電事業者（中部電力パワーグリッド株式会社） 

2022 年 11 月より事業概要について説明、協議。高圧接続不可のエリア、マイクログリッド系

統連系地点などについて事前相談済みである。詳細な設備設計後に系統連系協議開始。 

○ 水力発電事業者（東京電力リニューアブルパワー株式会社） 

2022 年 12 月より協議を始め、生坂ダムの小水力発電設備概要設計、経済性について資料提供

有り。技術協力は可能との回答あり。 

○ 森林施業会社（企業組合山仕事創造舎） 

村内森林施業に対する助言、林業構築に対する支援について合意済みである。 

○ エネルギーコンサルティング会社（未定） 

民間企業３社が興味を示しており、条件付き公募で 2023 年４月にプロポーザル審査を行い、

事業者を決定する予定である。 
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【共同提案者の概要】 

 
 事業者･団体名：株式会社松本山雅 

従業員数 23 名 

所在地 長野県松本市並柳 1-20-20 

資本金 ２億 450 万円 

主な事業内容 

 プロスポーツクラブの運営 

 各種スポーツ普及事業 

 飲食事業 

その他取組に係る事項 
 生坂村をホームタウンの１つとして拠点化 

 いくさか『創造の森』でオフグリッドプロジェクト推進中 

 

事業者･団体名：平林建設株式会社 

従業員数 28 名 

所在地 長野県東筑摩郡生坂村 5523 

資本金 2,160 万円 

主な事業内容 

 土木、建築事業 

 住宅事業 

 太陽光発電事業 

その他取組に係る事項 

 村内最大の建設会社 

 自社で太陽光発電事業を行うとともに、電力小売代理店事業

も実施 

 本社屋にペレットストーブ導入 

 

 事業者･団体名：企業組合山仕事創造舎 

従業員数 28 名 

所在地 長野県大町市大町 3300-1 つくだビル１F 

資本金 3,190 万円 

主な事業内容 

 山林の受託管理 

 薪の販売 

 庭木、支障木伐採、特殊伐採 

その他取組に係る事項 

 生坂村の森林施業受託実績が豊富で熟知 

 薪の販売 

 本社屋へ薪ストーブ導入 

 

事業者･団体名：松本ハイランド農業協同組合 

従業員数 924 名 

所在地 
（本店）  長野県松本市南松本 1-2-16 

（生坂支所）長野県東筑摩郡生坂村 6263 

資本金 89 億 2,200 万円 

主な事業内容 

 金融業 

 保険業 

 購買業務 

その他取組に係る事項 
 村内唯一の金融機関で、生坂村公金取扱金融機関 

 個人向け省エネ機器導入支援融資商品あり 
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4.2 事業継続性 

 

本事業では、地域エネルギー会社が電力小売事業だけでなく、PPA 事業などの複数の事業を持つ

ことから、また、オンサイト PPA ならびにオフサイト PPA による太陽光発電設備、生坂村が設置

する小水力発電および各建物の省エネ機器・LED・ペレットストーブ導入により、電力消費量が多

い 12 月と１月だけは電力供給量が同程度、それ以外の月は電力供給量が電力消費量を上回るた

め、天候不順が３日間程度続かない限り、卸電力取引所から再エネ電力を調達する必要が無く、

電力市場の乱高下に影響されないため、安定した電力供給事業を実施することが可能である。 

民家、民間施設、公共施設への PPA による太陽光発電設備・蓄電池の導入量についても、民家

へ設置できない場合は野立て太陽光発電の導入可能な遊休農地は目途が立っており、同様に、小

水力発電が実施できない場合も野立て太陽光発電で代替可能である。 

資金調達については、JA 松本ハイランドから前向きな回答を得ている状況である。 

 

 見込み 協議・調整状況等 

電力小売価格 
民家 25 円/kWh 

民間・公共施設 22円/kWh 

事業収支を見ながら大手電力小売価格よりも

15％から 20％安く設定することを検討中。 

公用車 EVシェアリングの充電は無償予定。 

インバランスリスク 十分な発電量を確保可能 
太陽光発電、小水力発電、蓄電池で 12月、１

月以外インバランスリスクは微少の予定。 

発電所建設不可リス

ク 
代替措置で対応可能 野立て太陽光発電所建設場所の目途あり。 

資金調達 地元金融機関から融資 JA 松本ハイランドから前向きな回答。 

 

事業収支については、以下のとおりである。補助金を活用し、金融機関からの借入分は PPA 設

備利用、小水力発電売電、ペレット販売等による収入で、十分に返済が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPA 事業、マイクログリッド事業、木質ペレット事業の設備投資総額 4,180 百万円、金融機関等

からの借入総額 1,122 百万円、20年間の平均単年度キャッシュフロー71 百万円であることから、

投資回収年数は 15.8 年となる。 

項目 金額 備考

PPA事業 単年度キャッシュフロー 63,080千円
設備投資額2,918百万円 金融機関借入972百万円
投資回収15.4年

売上（設備利用料） 120,247千円
オンサイトPPA利用25.0円/kWh
オフサイトPPA売電15.0円/kWh 余剰8.5円/kWh

費用（保守・修繕費、人件費、保険料、利息他） 57,167千円
PCS交換、設備利用料徴収、借入金15年返済（金利
2.50%）、地域拠出金2,500千円/年

マイクログリッド事業 単年度キャッシュフロー 4,060千円
設備投資額1,057百万円 村費79百万円
投資回収19.5年

売上（小水力発電売電、託送料金） 8,020千円 小水力売電18.0円/kWh、配電線利用料4.0円/kWh、

費用（通信、発電量計画・管理、メーカー保証） 3,960千円 メーカー保証15年、消耗品等含む

木質ペレット事業 単年度キャッシュフロー 4,034千円
設備投資額205百万円 金融機関借入71百万円
投資回収17.7年

売上（ペレット販売） 31,800千円 530円/袋・10kg 上伊那森林組合同額

費用（原木購入、保守修繕費、人件費、利息他） 27,766千円 原木4,500円/t、借入金15年返済（金利2.50%）
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4.3 地方公共団体内部の推進体制 

(1) 推進体制 
 
 村長を本部長とする「生坂村ゼロカーボン推進本部」を設置し、全庁横断的に事業を推
進する。 
 各年度の終了時には、各課から推進本部へ報告のあった進捗状況を、学識経験者、村内
事業者、村民の代表者等で構成される「外部評価委員会」で評価し、課題等がある場合に
は、推進本部が中心となり、各連携先・担当局と協議・調整のうえ、課題解決に向けた取
組を検討・実施する。次年度以降の計画についても「外部評価委員会」で確認し、着実に
計画を実施する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
(2) 進捗管理の実施体制・方針 

 
 脱炭素先行地域の実現に向けて「いくさか「村づくり」計画」 を 2023 年３月に策定す
る予定であり、策定後は毎月各課で進捗状況を把握し、「生坂村ゼロカーボン推進プロジ
ェクト会議」において、生坂村ゼロカーボン推進本部に半年に１度、進捗状況を報告す
る。 
 加えて、外部評価委員会に対して年１回報告し、進捗状況についての点検を行う。同委
員会からの助言を基に取組をさらに深化させ、2030 年度を待つことなく、できる限り前倒
しで民生部門の電力消費に伴う CO2 排出量実質ゼロを達成する。 

さらに、毎年度実施している村政懇談会において、脱炭素先行地域の取組状況を報告
し、村民からの意見を随時、取組に反映させる。 
 

外部

評価委員会

生坂村ゼロカーボン推進本部

本部長：生坂村長

副本部長：副村長、総務課長

総務課 住民課 振興課 健康福祉課 教育委員会
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4.4 事業を着実に実施するための実績等 

 

 取組内容 実施済 実施年度 

独自の 

取組 

住宅への太陽光発電システム等の設置補助 ■ 
2011 年度～ 

継続中 

公共施設への太陽光発電システムの設置 ■ 2012 年度 

採択された

国の制度・

補助事業 

環境省 脱炭素ロードマップ作成 □ 2022 年度 

 □  

 □  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組名（事業名）】 

住宅への太陽光発電システム等の設置補助（地球温暖化防止対策設備設置費補助金） 

【実施時期】 

 2011 年度事業開始。2023 年度も実施予定。 

【取組の目的】 

温室効果ガスの排出削減と、再生可能エネルギーの有効活用の促進を目的としている。 

【取組の概要】 

補助対象となる地球温暖化対策設備（太陽光発電システム、家庭用燃料電池、太陽熱利用

システム）を、個人が居住する住宅に設置した場合、その設置費用の一部を補助。 

【取組名（実績を有する団体との連携）】 

既存のエネルギーマネジメント会社との連携 

【取組の目的】 

様々な地域での再エネ事業に実績のある会社と連携し、電力の地産地消に取組む。 

【取組の概要】 

環境省や経産省の地域主導再生可能エネルギー事業や地域マイクログリッド構築事業等の

補助事業実績や、地域新電力立上げ・運営に関する実績を持つエネルギーマネジメント会社

からの支援を得ることで、村が不慣れな部分を補佐してもらい、意欲的でありながらも安定

的な脱炭素事業を構築する。既に数社から問合せがあり、プロポーザル応募にも前向きな回

答を得ており、本事業の採択が決まるまでの間に条件付き公募のような形式で連携先を決め

る予定である。 

【取組名（事業名）】 

公共施設への太陽光発電システムの設置 

【実施時期】 

 2012 年度実施 

【取組の目的】 

脱炭素先行地域の取組みとしているエネルギーの地産地消を行って行くため、再生可能エ

ネルギーの村内利用促進と脱炭素化を達成することを目的としている。 

【取組の概要】 

文部科学省の「学校施設環境改善交付金事業」の採択を受け、生坂小学校と生坂中学校の

屋上に太陽光発電設備の整備導入を行った。また、「長野県グリーンニューディール基金事

業」を活用し、やまなみ荘の屋上に太陽光発電設備の整備導入を行った。 
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５．地方公共団体実行計画を踏まえた 2030 年度までに目指す地域脱炭素の姿 

(1) 2030 年度までに目指す地域脱炭素の姿 

各家庭、事業所で省エネ機器を導入し、電力使用量を 2019 年度比 10％以上削減するとともに、

民家および建物の屋根に電力自家消費のための太陽光発電と蓄電池を最大限導入し、また不足す

る電力を補うために遊休農地に電力地産地消のための太陽光発電と定置型蓄電池、車載型蓄電池

を導入し、生坂ダム維持放流水を活用した小水力発電も取り入れながら、民生部門の電力消費に

伴う CO2 排出量は実質ゼロを目指す。また、運輸部門の CO2 排出量削減に向けた EVの積極的な導

入、熱エネルギーの非化石化に向けて 40％以上の家庭と全公共施設で木質バイオマス熱利用設備

の導入を行う。いくさか『創造の森』、古民家リノベーション、健全な森林整備など、松本山雅を

はじめとする様々な主体との協働により、地域課題を解決する脱炭素取組みを進め、2050 年カー

ボンニュートラルに向けた礎を創る。 

 

(2)地方公共団体実行計画の策定又は改定状況 

 改正温対法等に基づく地方公共団体実行計画の策定又は改定状況等 

事務 

事業編 

□改定済（○年○月） 

■改定中（2024 年３月策定予定） 

□改定予定なし 

(理由：現行計画は既に地球温暖化対策計画、政府実行計画に沿った内容である

ため) 

区域 

施策編 

□策定・改定済（○年○月） 

■策定・改定中（2024 年３月策定予定） 

□策定・改定予定なし 

(理由：現行計画は既に改正温対法や地球温暖化対策計画に沿った内容であるた

め) 

 

【事務事業編】 

現在、脱炭素ロードマップを作成中だが、その中で村全体の脱炭素シナリオは、2030 年度ま

でに 2013 年度比 55％削減を目標とする旨を明記し、政府実行目標を上回る目標としている。

2024 年３月までに策定する地球温暖化対策実行計画（事務事業編）は、脱炭素シナリオと同水

準とする。 

【区域施策編】 

現在作成中の脱炭素ロードマップには、村全体の脱炭素シナリオは、2030 年度までに 2013

年度比 55％削減を目標とする旨を明記し、野心的な水準としている。2024 年３月までに策定す

る地球温暖化対策実行計画（区域施策編）も、脱炭素シナリオと同水準とする。 

脱炭素シナリオ（村全体）   ：2030 年度 CO2 排出量 2013 年比 55％削減 

（民生家庭部門）：2030 年度 CO2 排出量 2013 年比 65％削減 

（民生業務部門）：2030 年度 CO2 排出量 2013 年比 57％削減 

（運輸部門）  ：2030 年度 CO2 排出量 2013 年比 39％削減 

（産業部門）  ：2030 年度 CO2 排出量 2013 年比 68％削減 

村民アンケートから考えられる村の将来像は、以下のようになる。 

・エネルギーを自給自足し、いつでも安心して暮らせる村 

・地域資源が循環し、活力のある村 

・自然と調和し、健やかに暮らせる村 

・人が集まり、新たな魅力が生まれる村 

これらの将来像を脱炭素によって達成する場合の具体的な取組例は、民生部門の省エネ、自家

消費太陽光発電設備＋蓄電池導入促進、村内山林管理による木質バイオマス利用、犀川水力発

電からの非化石価値付き電力調達そしてガソリン車から EVへの乗替えとなっている。 
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６．重点選定モデル（該当がある場合のみ） 

 

【応募した重点選定モデル】 
①施策間連携 

③地域版ＧＸ 

④民生部門電力以外の温室効果ガス削減の取組 

 

①施策間連携 

【タイトル】 村内林業構築×山林適正管理×脱炭素 

村内山林からの木材供給先として、家庭、事業所へ木質バイオマス熱利用設備を導入促進し、

民生部門の熱エネルギー脱炭素化、エアコン電力使用量削減を実現し、地域課題も解決する。 

【取組概要】 

 健全な森林整備と木質ペレット利用 

木質バイオマス熱利用に向けては、利用先確保と供給源確保の双方が揃わなければならない。

そこで、生坂村で最大の課題となっている山林管理の適正化という林業構築、有害鳥獣対策とい

った農林分野での取組みと脱炭素に向けた取組みを同時に考え、事業を構築することで、災害防

止、産業振興、雇用創出につなげる。 

 活用予定の国の補助事業 

農林水産省「森林・林業・木材産業グリーン成長総合対策のうち林業・木材産業成長産業化促

進対策」を活用し、長野県林務部信州の木活用課と相談しながら、搬出間伐、主伐と再造林を一

貫して行う施業、活用されていない林道の整備・機能強化、高性能林業機械の導入、木質ペレッ

ト工場の整備、ペレット製造設備の導入など、川上から川下までの取組みを総合的に推進する。 

 

③地域版ＧＸ 

【タイトル】 自営線マイクログリッド×基幹産業 BCP 対策×脱炭素 

PPA 太陽光発電と小水力発電を電源とし、村のライフラインと基幹産業を自営線で結ぶマイク

ログリッドを構築し、グリッド内で平常時も非常時も再エネ 100％を実現する。 

【取組概要】 

 基幹産業を守り、基幹産業の魅力を高める 

村役場や避難所となる小学校、中学校を自営線でつなぐだけでなく、村で唯一の食料品取扱い

のある道の駅、高齢者施設や、村の基幹産業で移住者にとっても非常に関心の高いブドウ圃場を

も自営線でつなぐマイクログリッドを構築することで、災害発生時には、近年は電力依存度が高

まっているブドウ農家の気候変動対策と行政機能維持が可能となり、民間企業、行政ともに事業

継続が可能となるとともに、生坂村のブドウ農家の高い事業継続性に魅力を感じる移住者増加に

もつながる。ブドウ農家の経営安定化への貢献、移住者増加による就業者増による経済成長も期

待でき、限られた産業しかない生坂村にとって、マイクログリッドが魅力を高めていると言え

る。 

 他地区への展開 

太陽光発電、小水力発電、蓄電池を EMS により秒単位で需給調整することで、マイクログリッ

ド内の再エネ利用が最大化される。またダイナミックプライシングを含むデマンドレスポンスも

実施することで、再エネ導入可能量が少ない地域、小規模集落、小規模自治体でのマイクログリ

ッド構築が可能となり、災害時孤立リスクのある他地区、他自治体へ展開することができる。 

 

④民生部門電力以外の温室効果ガス削減の取組 

【タイトル】 太陽光余剰電力有効利用×EV 普及×脱炭素 

公用車 EVシェアリング、車載型蓄電池の有効利用により、太陽光発電余剰電力の活用と運輸

部門の脱炭素化を実現する。 
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【取組概要】 

 公用車 EVシェアリング 

土日祝日など役場職員が使用していない間に公用車を村民が利用できることで、村民の EVに

対する理解度が高まり、村内温室効果ガスの 50％を占める運輸部門の脱炭素化が促進する。公

用車の空き時間に活用することで貸出無料、マイクログリッド内余剰電力を活用することで充電

無料を実現し、村民の利便性を向上させながら、脱炭素を図る。 

 オフサイト PPA 太陽光発電所への車載型蓄電池導入 

屋根に太陽光発電設備が設置できない住宅が多い地域へ、災害時等に電力供給が可能となる。 

 


